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第 3 期苫小牧市地域福祉計画の中間見直しにあたって 

本市では、令和３年に「支えあい、助けあいながら共に暮ら

せるまちづくり」を基本理念に掲げ「第 3期 苫小牧市地域福

祉計画」を策定し、３年が経過しました。 

この間、８０５０問題や育児と介護のダブルケアなど、一つ

の世帯において複合的な課題を抱え、地域から孤立し、一つの

支援機関だけでは解決が困難な事例が顕在化していることか

ら、積極的なアウトリーチや支援機関と連携し、解決していく

ための仕組み、包括的な支援を行う体制整備など、誰もが住み慣れた地域の中で、

心豊かに安心して暮らしていけるような地域づくりに向け、施策を進めてきまし

た。 

このたびの中間見直しでは、令和３年４月に施行された改正社会福祉法や同４年

３月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画などの内容を、本市の

実情に合わせ、本計画に盛り込みました。 

改正社会福祉法を受け、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包

括的な支援体制を構築するため、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を

一体的に実施する重層的支援体制整備事業の実施を、また、第二期成年後見制度利

用促進基本計画を受け、尊厳ある本人らしい生活の継続に向けた取組みを加えてい

ます。 

これらの見直しにより、現状に即した福祉課題に市民、地域団体、福祉関係者、

民間企業及び行政機関が重層的に役割を担いながら連携・協力して、取り組んでま

いりたいと考えております。 

結びに、今回の計画の見直しにあたり、御尽力をいただきました「苫小牧市地域

福祉計画推進委員会」の委員の皆様、日頃から地域福祉活動に取り組まれている市

民の皆様や関係機関・団体の皆様に、心からお礼申し上げます。 

令和６年３月      

苫小牧市長  岩 倉 博 文 





第３期苫小牧市地域福祉計画中間見直しについて 

１ 見直しの基本方針について 

計画策定後３年が経過した段階での中間見直しであることや、計画策定以降大

規模な法改正が無かったことなどを踏まえ、計画の根本となる部分については継

承をしつつ、現状等を踏まえた上で、主に以下の観点から見直しを行っています｡

２ 見直しについて 

 評価指標について 

令和４年度までに目標を達成できたもののうち、更に高い目標設定が可能な

ものについて変更しています。 

それ以外は目標を変更せず、計画期間が終了する令和８年度までの目標達成

を目指しています。

 施策の内容、主な事業の見直しについて 

新規 

・重層的支援体制整備事業の新規追加 

令和３年４月施行の改正社会福祉法（令和２年６月公布）により「重層的支

援体制整備事業」が創設されたことに伴い、令和７年度における本市での実施

を検討しているため、新規追加しています。 

⇒ 事業概要のほか、実施に向けた取組方針等について記載しています。 

・子ども・若者支援地域協議会の新規追加 

子ども・若者育成支援推進法に基づき、令和５年６月に協議会を設立したた

め、新規追加しています。

変更 

・成年後見制度利用促進基本計画の改定 

国は令和４年３月に第二期成年後見制度利用促進基本計画を策定しており、

本市では令和４年４月から成年後見支援センターを広域化し、厚真町、安平町

及びむかわ町を支援対象に加え、中核機関に移行したことを踏まえ、記載内容

を見直しています。 
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■ 「障がい」のひらがな表記について ■ 

この計画書では、次の場合を除いて、「障がい」とひらがな表記をしています。 

① 法令等で定義され、又は法令等から引用している用語 

② 制度や事業の名称のほか、団体、施設名等の固有名詞 

③ 学術用語や医学等の専門用語として漢字表記が通例である用語 



第１章 
計画策定にあたって

１ 計画策定の趣旨 

２ 計画の位置付け・関連計画との関係

３ 計画の期間





第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

少子高齢化や人口減少、それに伴う核家族化の進展、地域住民のつながりの希薄

化はますます加速するとともに、価値観の多様化、格差の拡大などにより、社会を

取り巻く環境は大きく変化し続けています。 

そのような状況の中で、ひきこもり、ダブルケアや８０５０問題、また、就職氷

河期世代の就職困難者など雇用を通じた生活保障の低下により、様々な社会問題

が顕在化しています。これらの多様で複雑化した課題は行政だけで対応すること

は難しくなってきており、多様性のある人々が地域で助けあい、支えあい、共に生

きる福祉コミュニティの重要性が問われています。 

 地域福祉とは、制度による公的なサービスを利用するだけでなく、地域の人と人

とのつながりを大切にし、お互いに助けたり助けられたりする関係を築きながら、

共に支えあい、生きがいと思いやりのある地域社会を実現しようとするものです。 

誰もが住みなれた地域の中で、心豊かに安心して暮らしていけるような地域づ

くりは、行政の取組はもとより、市民一人ひとりの積極的な福祉活動への参加や住

民一人ひとりの努力（自助）、住民同士の相互扶助（互助）、介護保険などの制度

（共助）、公的なサービス（公助）の連携によって市民主体の地域福祉活動を展開

し、取り組むことが必要となります。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、地域での活動が制限さ

れ、顔の見えるつながりが薄れており、収束後の新たな日常に対応した地域福祉活

動、生活支援のための取組も重要です。 

本計画は、社会環境の変化や法改正等の動向を踏まえ、地域社会における新たな

課題に対応していくための計画として改定します。 

ダブルケア･･･子育てと介護が同時期に発生する状態のことで、近年の晩婚化・出産年齢の高 
齢化を背景に、仕事と子育て、仕事と介護の両立だけでなく、子育て・介護・仕事の 
両立に直面する世帯が増加すると予測されている。 

８０５０問題･･･８０５０とは、「８０代の親と５０代の子」という意味で、高齢の親と働いて 
いない独身の中年の子とが同居している世帯をさす。ひきこもりの長期化などにより、 
本人と親が高齢化し、収入が途絶えたり、病気や介護などで支援につながらないまま 
孤立、困窮してしまうことが大きな問題となっている。 
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２ 計画の位置付け・関連計画との関係

 本計画は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条の規定にもとづく市

町村地域福祉計画として、福祉分野の上位計画に位置付けられており、地域福祉

推進のための理念や基本的な方向を明らかにし、福祉に関連する各種の具体

的な施策や事業等を示しています。本市における地域福祉推進の基本的指針

となるものです。  

 高齢者、障がい者、子どもなどの各分野における具体的な取組については、

それぞれの施策、目標を掲げて計画を策定し、取組を推進します。 

なお、苫小牧市社会福祉協議会が策定する地域福祉実践計画とは車の両輪の関

係にあり、相互に補完・補強しあうことにより地域福祉のさらなる推進を目指して

いきます。

●自分のことは自分でする ●医療保険制度 

●介護保険制度 

●隣近所の助けあい 

●ボランティアなど

●公的福祉サービス 

●生活保護など 

 （市町村地域福祉計画）≪社会福祉法における位置付け（抜粋）≫ 

第 107 条  市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に 

定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものと  

する。 

(1)地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、その他の福祉に関し、 

共通して取り組むべき事項 

(2)地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

(3)地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

(4)地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項  

(5)地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する  

事項  

地域福祉の推進の４つの連携（自助・互助・共助・公助） 
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また、社会福祉法（平成 30（2018）年 4 月 1 日施行）の改正により、地域住民、

福祉関係者による地域生活課題の把握、関係機関との連携等による解決が図られ

ることを目指す理念が明記され、この理念のために包括的な支援体制づくりに努

める旨が規定されました。 

福祉サービスについては、分野ごとに整備されていますが、近年８０５０問題や

ダブルケアなど複合的な課題を抱え、誰にも相談できずに孤立し、一つの支援機関

だけでは解決困難な事例が顕在化しています。また、ひきこもりなど、表面化せず

に問題を抱えたままになっているケースもあります。 

こうしたことから、地域住民の相談を包括的に受け止め、関係機関と連携し、支

援につなげていく環境づくりが求められています。 

地域は、住民同士が日々の変化に気づき、寄り添いながら支えあうことができま

す。また、地域は、高齢者、障がい者、子どもといった世代や背景が異なる人々が

集い、参加できる場、社会経済活動の基盤であり、多様な社会資源が存在していま

す。 

昨今、社会経済の担い手の減少を背景に、耕作放棄地の再生や森林などの環境保

全、空き家の利活用、商店街の活性化など、様々な課題が顕在化しています。しか

し、これらは同時に、高齢者や障がい者、生活困窮者などの就労・活躍の機会を提

供する資源でもあります。地域において、社会保障などの分野を超えて、人と資源

がつながることで、様々な可能性を拓くことができます。 

改定１ 包括的な支援体制の整備

改定２ 地域丸ごとのつながりの強化

【第３期計画における施策検討のポイント】 

 〇包括的支援の体制づくり 

  介護分野の「地域ケア推進会議」、障がい分野の「地域自立支援協議会」、 

子ども分野の「要保護児童対策地域協議会」、生活困窮分野の「生活困窮者 

自立支援ネットワーク会議」等を活用しながら、包括的支援体制づくりを 

推進する 
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このように、地域に「循環」を生み出していくことにより、高齢化や人口減少と

いった社会変化を乗り越え、福祉と経済の双方を支えていくことが求められてい

ます。 

計画名 法令上の名称 根拠規定 

苫小牧市高齢者保健福祉計画  老人福祉計画  老人福祉法  

苫小牧市介護保険事業計画  介護保険事業計画  介護保険法  

苫小牧市障がい者計画  障害者計画  障害者基本法  

苫小牧市障がい福祉計画  障害福祉計画  障害者総合支援法  

苫小牧市福祉のまちづくり推進計画  福祉のまちづくり推進計画  福祉のまちづくり条例  

苫 小 牧 市 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画  子ども・子育て支援法  

苫小牧市健康増進計画  健康増進計画  健康増進法  

介
護
保
険
事
業
計
画

障
が
い
者
計
画

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
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福
祉
計
画

福
祉
の
ま
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づ
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り
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進
計
画
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も
・
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て
支
援
事
業
計
画

健
康
増
進
計
画

そ
の
他
関
連
計
画

苫小牧市地域福祉計画 

社
会
福
祉
協
議
会

地
域
福
祉
実
践
計
画

地域福祉計画の位置付け及び関連計画との関係

一
体

【第３期計画における施策検討のポイント】 

 〇地域における人と資源の循環 

  福祉分野、雇用分野の既存事業において、農福連携、空き家や空き店 

舗などの活用による就労・社会参加や健康づくりの推進 

6



３ 計画の期間 

計画の期間は、令和 3（2021）年度から令和 8（2026）年度までの 6 年間としま

す。なお、計画期間の中間年にあたる令和 5（2023）年度で、一部見直します。 

平成 30 

(2018) 

令和元 

(2019) 

令和 2 

(2020) 

令和 3 

(2021) 

令和 4 

(2022) 

令和 5 

(2023) 

令和 6 

(2024) 

令和 7 

(2025) 

令和 8 

(2026) 

令和 9 

(2027) 

高齢者保健福祉計画 
第8期介護保険事業計画 

総合計画 
第６次基本計画 

総合計画 
第７次基本計画 

第３期地域福祉計画 

第 2 期福祉のまちづくり 
推進計画 

高齢者保健福祉計画 
第9期介護保険事業計画 

第 2 期子ども・子育て支援事業計画 

自殺対策推進計画 自殺対策推進計画 

健康増進計画 
「健やか とまこまい step2」 

健康増進計画 

第 6 期障がい 
福祉計画 

第 7 期障がい 
福祉計画 
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第２章 
現状と課題

１ 地域福祉計画を取り巻く動向 

２ 苫小牧市の現況 

３ ニーズの把握 

４ 課題及び施策検討 

５ 地域福祉計画推進委員会からの意見

６ 新たな基本目標
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第２章 現状と課題 

１ 地域福祉計画を取り巻く動向 

(1)地域包括ケアシステムと包括的支援体制との関係 

  我が国では、急速に高齢化が進行しており、令和2年版高齢社会白書によると、

65 歳以上人口は 3,589 万人、総人口に占める割合（高齢化率）は 28.4％であり、

「超高齢社会」となっています。地域包括ケアシステムは、超高齢化社会の到 

来を前に、病気となっても、介護が必要となっても、住み慣れた地域で最期ま 

で自分らしく暮らすための体制づくりとして高齢者分野で掲げられたものです。 

保健・医療・介護（福祉）にまたがる高齢者支援のための理念であり、引き続 

き推進していかなければなりません。 

一方、地域共生社会の実現に向けては、地域包括ケアの「必要な支援を包括 

的に提供する」という理念を普遍化し、高齢者のみならず、障がい者、子ども 

や生活困窮者など生活上の困難を抱える方が、地域において自立した生活を送 

ることができるよう、地域住民による支えあいと公的支援が連動し、地域を 

「丸ごと」支える包括的な支援体制を構築し、切れ目のない支援を実現してい 

く必要があります。 

(2)地域共生社会の実現に向けた動き 

  地域づくりの取組を横断的に進めるものとして、平成 28（2016）年 6 月に 

閣議決定した「ニッポン一億総活躍プラン」において、子ども・高齢者・障がい 

者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共につくり、高め合うことがで 

きる「地域共生社会」の実現が提示されました。このプランの中では、「支え手 

側と受け手側が常に固定しているのではなく、皆が役割を持ち、支えあいなが 

ら、自分らしく活躍できる地域社会の実現を目指す」ことが示されました。 

 また、令和 2 年 6 月 5 日に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一 

部を改正する法律」が成立し、同月 12 日に公布されました。このことにより、 

包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向 

けた支援」の 3つの支援を一体的に行う重層的支援体制整備事業が令和 3（2021） 

年 4 月から施行されました。また、新事業における相談支援及び地域づくりにお 

いては、介護、障がい、子ども・子育て、生活困窮分野の既存の各事業を一体 

的に実施することができるとされています。 
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２ 苫小牧市の現況 

■人口の状況 

人口ピラミッドを見ると、男性は 45 歳～49 歳代、女性は 70 歳～74 歳代が一番

多く、49 歳以下の人口は、年齢が低くなるにつれて減少傾向にあります。

人口ピラミッド（人） 

出典：住民基本台帳人口 令和４年 12 月末日

人口は平成 25（2013）年をピークに減少しつつあります。今後も高齢化により 

死亡数が出生数を大きく上回って推移することが予想されることから、人口は漸減

していくと見られます。 

苫小牧市の人口の推移（人） 

出典：住民基本台帳人口 各年 12 月末日
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高齢化率は令和４(2022)年度で 30.09％、生産年齢人口及び年少人口の比率 

はそれぞれ 58.22％と 11.69％であり、減少傾向が続いています。 

年齢別人口の推移（％） 

出典：住民基本台帳人口 各年 12 月末日 

 苫小牧市の令和４(2022)年の出生数は 919 人で、前年の 1,034 人より 115 人減少

しており、少子化の進行が深刻です。 

出生数の推移（人） 

出典：住民基本台帳人口 各年 12 月末日 
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■高齢者の状況 

苫小牧市の人口は減少傾向にある一方で、高齢者人口（65 歳以上）は平成

29(2017)年度と比べ令和４(2022)年度には 3,561 人、高齢化率は 2.7 ポイント増加

しています。少子高齢化に伴い、今後さらに高齢化が進むことが予想されています。 

高齢化率の推移 

出典：住民基本台帳人口 各年 9 月末日 

■高齢者の状況/高齢者独居世帯・高齢者夫婦世帯 

6 年間で高齢者独居世帯は 1,202 世帯、高齢者夫婦世帯については 2,792 世帯 

増加しており、孤立・孤独への対応が必要です。 

高齢者独居世帯・高齢者夫婦世帯（世帯） 

出典：市介護福祉課 各年 4 月 1 日 
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■高齢者の状況/要介護認定者数 

第 1 号被保険者（65 歳以上）の要介護認定者は、平成 29（2017）年の 8,554 人 

から令和４（2022）年の 9,323 人と 769 人増加しています。 

高齢者数の増加に伴い、要介護認定者数は増加し、その中でも要支援１と要介護

１の軽度層の人数が特に増えています。

要介護認定者数（人） 

出典：介護保険事業状況報告（月報）各年 9 月末現在 

■高齢者の状況/認知症高齢者数 

要介護（要支援）認定者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa 以上（認知

症機能の低下）の認定者数は、令和４（2022）年で 5,194 人となっており、平成 29

（2017）年に比べて 1,337 人増加しています。認知症を支える体制づくり、介護者

への支援が今後ますます必要になってきます。 

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa 以上と判定される高齢者数（人） 

出典：市介護福祉課 各年 4 月 1 日 
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■障がいのある人の状況 

本市の身体障害者手帳交付者数は、平成 29（2017）年度から減少しています

が、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付者は増加傾向にあります。平成

25（2013）年 4 月の障害者総合支援法の施行により、障がい者の範囲に難病の方

が加わり、障がいの内容が多様化・複雑化しています。 

身体障がい者数（身体障害者手帳交付者数） 

（身体の各機能に永続する障がいがあり、身体障害者福祉法別表に掲げる障がいに該当する方が対象： 

障がいの程度１～６級） 

出典：市障がい福祉課 各年度末 

知的障がい者数（療育手帳交付者数） 

（知能指数が判定の結果一定の基準を下回る方が対象：障がいの程度Ａ・Ｂ） 

出典：市障がい福祉課 各年度末 

精神障がい者数（精神障害者保健福祉手帳交付者数） 

（精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方が対

象：障がいの程度１～３級） 

出典：市障がい福祉課 各年度末 
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■生活保護の状況 

 本市の生活保護受給世帯数及び保護率は、微減の傾向ですが、依然高い水準で推

移しています。 

生活保護世帯数と保護率 

出典：市生活支援室 各年度末 

■健康／自殺死亡率 

人口 10 万人当たりの自殺者数を示す自殺死亡率は、年によって増減を繰り返し

ていますが、減少傾向にあります。身近な市民一人ひとりが、早期に気づき、話を

聴き、適切な対応をとることだけではなく、保健医療、福祉、教育、労働等の関係

機関との生きることの包括的支援を行う必要があります。 

自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数） 

出典：市健康支援課 各年 12 月末
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■地域／町内会加入率 

 町内会の加入率は減少傾向にあり、市民意識調査においても地域のつながりが

希薄になったとの意見があることから、地域の様々な人との交流を通じて、地域

で支えあうネットワークづくりを進めていく必要があります。 

町内会の加入率 

出典：市市民生活課 各年 4 月 1 日

■地域／自主防災組織世帯カバー率 

自主防災組織とは、地域住民が協力して「自分たちの地域は自分たちで守る」た

め立ち上げる組織のことです。この組織は、地域の防災活動の拠点となるとともに、

地域が協力し合うため、防災効果がより一層向上します。 

苫小牧市では、平成 7（1995）年から町内会の協力を得て組織を立ち上げ、令和

４（2022）年時点では、82 町内会中 71 町内会が自主防災組織を設立し、自主防災

組織世帯カバー率は 9 割を超え、自助の取組が進められています。 

自主防災組織世帯カバー率 

出典：市危機管理室 各年 6 月 1 日
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■地域／ふれあいサロン 

苫小牧市社会福祉協議会で進めている「ふれあいサロン」は、年々増加傾向にあ

ります。今後も誰もがいつでも気軽に立ち寄ることができ、地域活動を生み出す 

拠点整備を進めていく必要があります。 

ふれあいサロン数 

出典：苫小牧市社会福祉協議会 各年度末

■地域／ボランティア登録 

 苫小牧市社会福祉協議会が設置するボランティアセンターへのボランティア登

録団体数及び団体登録者数は、近年、横ばい傾向にあります。 

平成 24（2012）年度より開始した、介護支援いきいきポイント事業によるボラン

ティア活動実人数も同様であり、高齢者自身の社会参加を通じた介護予防を進めて

いく必要があります。 

ボランティア登録（団体数及び団体登録者数） 

出典：苫小牧市社会福祉協議会 各年度末
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■相談の状況 

 地域包括支援センターへの延べ相談件数は、年々増加傾向にあります。要支援、

要介護といった、高齢化の状況を勘案した相談支援体制の充実が求められます。 

地域包括支援センターの相談件数 

出典：市介護福祉課 各年度末 

基幹相談支援センターへの延べ相談件数及び新規相談件数は、横ばい傾向にあり

ますが、地域で生活する障がい者の自立した生活への支援が求められています。 

基幹相談支援センターの相談件数 

出典：市障がい福祉課 各年度末 
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子育て世代包括支援センターへの延べ相談件数は年々増加傾向にありましたが、

令和 2 年度をピークに減少に転じています。妊娠期から子育て期に不安や悩みがあ

り、保健師や助産師からの支援が求められています。 

子育て世代包括支援センター相談件数 

出典：市健康支援課 各年度末 

児童虐待の対応について、身体的虐待や養育怠慢・拒否（ネグレクト）が増加して

います。児童虐待の未然防止の観点からも、関係機関との連携が求められています。 

児童虐待対応件数 

  出典：市こども相談課 各年度末 
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生活困窮者自立支援事業の延べ相談件数は増加傾向にあります。相談者へ寄り添

う伴走型の支援が求められています。 

生活困窮者相談件数 

出典：市総合福祉課 各年度末 
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３ ニーズの把握 

本市では、第 3 期地域福祉計画の策定に向けた市民ニーズを把握するため、令

和元年度に市民意識調査、地域福祉セミナー、共生社会を考えるシンポジウム、

地域懇談会を行いました。 

【１】市民意識調査結果                    

１ 実施結果 

〇実施期間 令和元年 7 月 1 日（月）から 7 月 31 日（水）まで 

〇対  象 本市に住民登録のある 18 歳以上の市民 2,000 名を無作為抽出 

〇回 収 数 799 件（回収率 40.0％） 

前回：778 件（回収率 38.9％）平成 26 年度実施 

圏域別内訳 

日常圏域 
人口 

抽出件数 回答数 回答率 
2019.4.1 

① 東 36,005 300 113 37.7%

② 明野 28,388 300 114 38.0%

③ 中央 21,165 280 114 40.7%

④ 南 18,144 280 105 37.5%

⑤ 山手 22,224 280 115 41.1%

⑥ しらかば 20,946 280 124 44.3%

⑦ 西 24,941 280 114 40.7%

合計 171,813 2,000 799 40.0%

小数点 2 位四捨五入 

(1)地域への関わりと地域活動に対する考え方 

ア 近所付き合いの状況 

第 2 期計画策定時のアンケート結果と比較すると、近所付き合いは「立ち 

話をする」「顔を合わせればあいさつをする」の割合が減少し、「顔は知って 

いるが、ほとんど付き合いはない」が３ポイント増えていることから､近所付 

き合いの希薄化が進んでいることが伺えます。 
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イ 地域活動を活発にするために重要と考えること 

地域活動への参加は、仲間や応援してくれる人の存在、参加しやすい雰囲気な

ど、人のつながりに関する要素が参加動機となる傾向が大きくなっています。 

また、「気軽に参加しやすい雰囲気の活動」が地域活動を活発にするための 

要素であるとの認識が大きい傾向にあります。 
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H26 R01

19%

8%

10%

32%

5%

4%

11%

3%

2%

5%

20%

10%

7%

35%

4%

5%

13%

2%

1%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

活動する仲間や応援してくれる人の存在

家族の理解が得られること

自分の経験や特技を活かせる活動があること

気軽に参加しやすい雰囲気の活動があること

活動経費の支援

活動場所の確保

活動に関する情報発信・提供

活動に関する学習の機会の確保

その他

特に無し

H26 R01
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ウ 地域活動に参加していない理由  

地域活動に参加していない主な理由としては、仕事・家事による時間の面で 

余裕がない（時間）、興味のある活動がない（活動内容）、体力・健康に不安が 

ある（健康）、人間関係がわずらわしい（つながり）、活動に興味がないと、大 

きく分けて４つの傾向を示しています。 

(2)地域活動の情報提供に対する考え方と参加意向 

ア 地域での支えあいへの参加 

地域での奉仕活動や地域住民の支えあいは、どの圏域、どの年代においても 

多くの市民が必要であると感じています。 

支援の必要な方がいる近所の世帯に対しては、安否を確認する声かけや話し 

相手など、手軽にできることや災害時における避難支援、ごみ出しや掃除、除 

雪などで支えたいとの回答が多くなっています。 
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H26 R01
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イ 地域住民からの支援 

地域住民からの支援の希望については、手軽にできることや災害時の支援を 

身近な人から受けることを望む傾向にあります。 

このことから、支援したい内容と支援を受けたい内容がほぼ同じであること 

がわかります。 
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その他

H26 R01
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支援を受けたくないと回答した方の理由については、、「必要性を感じない」 

という回答が多くなっています。 

また、「他人の世話になりたくない」という回答は、前回調査より６ポイント

増加していました。 
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(3)生活課題とその解決方法など 

ア 福祉分野での不安や悩み 

福祉の分野については、高齢者に関することや防犯・災害時の対応について 

の関心が高くなっています。 

また、家族・親戚や友人・知人・職場などの身近な人に、悩みや不安を相談 

したいと考えている人が多いという結果になりました。 

イ 福祉問題の解決方法 

災害時や緊急時における、障がい者や一人暮らしの高齢者に対する支援につ

いては、「声かけ運動の推進」、「マップの作成」、「行政・民生委員・町内会・

社会福祉協議会など組織の連携を深める」の回答が多くなっていました。 

支援を必要とする方の「サポートが必要な方だと分かるツールの普及（要支

援者名簿）を推進」の回答が、前回調査から 3 ポイント増えていました。 
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ウ 福祉に関する情報収集の方法 

福祉に関する情報については、「広報とまこまい」が大きな情報源との回答が

多くなっていますが、必要な情報の不足を感じているとの回答も見られました。 

また、前回調査と比較すると、新聞・テレビ・ラジオが 3 ポイント減少し、 

インターネットの割合が 3 ポイント増加しています。 
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(4)福祉サービスについて 

市が優先すべき施策については、高齢者や障がい者が在宅生活できるサービス

や、身近な相談窓口の充実及びサービスを提供する事業所の充実などを望む 

声が多くなっています。 
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(5)成年後見制度について 

  成年後見制度について、名称だけ知っている割合は 7 割を超えていますが、 

名称も内容も知っている人は 4 割程度となっています。成年後見支援センター 

及び市民後見人の認知について、約 7 割が「知らない」との回答であり、今後 

周知を行っていく必要性があります。 

成年後見制度について 支援センターを知っているか？ 

市民後見人を知っているか？ 成年後見制度を利用したいか？ 

制度の名称内容

知っている

38％
制度の名称知っているが

内容知らない

35％

知らなかった

27％

知っている

1％

利用したことはない

27％知らない

72％

知っている

8％
聞いたことはある

18％
知らない

74％

利用したい

34%

利用したいとは思わない

22%

わからない

44%
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(6)福祉に関する意見について 

その他福祉に関する意見について、第 2 期地域福祉計画における施策体系別に 

分類したところ、「住民相互のネットワークの推進」、「情報提供の推進・充実」及

び「地域拠点」に関する意見がありました。 

〇住民相互のネットワークの推進   

「隣近所で付き合いがないので、あいさつ程度で声をかけにくい」「高齢者や

障がいを持った人への支援も大切だと思うが全ての市民に対する地域のつながり

に対しての支援も必要だと思う」という御意見があり、地域のつながりが希薄に

なったが、地域で交流し支えあう必要があるという意識が感じられます。 

〇情報提供の推進・充実       

「誰でも情報がわかるように広報にもっとたくさん福祉サービスの内容などを

載せてほしい」、「福祉関係の内容は、わかりづらい事が多く、手続き等も大変な

ので、誰でもわかりやすくサービスを使えるような情報を発信できる事が大切」

などの意見があり、福祉に関する情報をきめ細やかに発信する必要があります。 

〇拠点の整備            

「小中学校を改修して交流できる所にするべきだと思う。子どもは老人からい

ろいろ学べる機会が増えるし、老人は子どもと触れ合うことでお互いに活気が沸

くと思います」､｢市内のひきこもりの方々の就労支援を兼ねて、高齢者など違う

立場の方々と交流できるコミュニティスペースが必要なのではと思います｣など、

拠点に関する意見があり、課題を抱えた方に限らず、誰もがいつでも気軽に立ち

寄ることができる居場所や地域活動を生み出す拠点整備が求められています。 

〇相談体制の充実          

「本当に困っている人は自ら発信できず、行政等に出向くことが出来ない」、

「市の窓口は相談に行くのに抵抗がある」、「小さい子どもが家族から受ける行為

により亡くなる事件、そうなる前に悩みのある親が利用できるサービスがあれば

知らせて欲しい」など、行政・関係機関が地域に出向くことが求められていま

す。 
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２ 調査結果から見えた地域の現状と課題 

 (1)地域の現状 

  ア 地域住民は地域における支えあい活動の必要性を感じている。 

  イ 地域で気軽にできる支援を受けることと同時に、担い手になること 

    ができると考えている。 

  ウ 災害に対する日頃からの取組の必要性を感じている。 

 (2)地域の課題 

  ア 若い世代の地域福祉への関心が低い。 

  イ 地域のつながりの希薄化が進行している。 

  ウ 地域におけるつながりの場及び参加の機会が少ない。 

  エ 情報の発信とニーズとのミスマッチが生じている。 

  オ 身近な地域における相談窓口とサービスの充実が求められている。 

 (3)成年後見制度関連についての課題 

  ア 制度の内容について市民認知度が低い。 

  イ 成年後見支援センター及び市民後見人についても市民認知度が低い。 

以上の点から、次の 3 つの視点が重要と考えられます。 

①子どもから若い世代も含めた全世代を対象とした施策 

   ・世代を越えたつながりの場の整備 

   ・地域における活動機会の提供 

   ・地域における災害対応の推進 

   ・生活支援コーディネーター等の機能強化 

   ・ニーズに応じた方法での福祉関連情報の発信 

②相談支援機能の強化 

   ・地域における身近な相談機能の整備 

・分野を越えた包括的な相談支援体制の整備 

③成年後見制度関連事業の周知 

   ・成年後見制度に対する理解の促進 

   ・成年後見支援センター及び市民後見人についてのさらなる周知 
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【２】共生社会を考える地域福祉セミナーの実施結果       

１ 開催内容 

〇開催日時 令和元年 9 月 20 日（金） 13 時 00 分～16 時 30 分 

開催場所 苫小牧市民会館 小ホール 

参加者数 74 名 

〇基調講演「地域共生社会について～他分野との連携～」 

講師 社会福法人ゆうゆう 理事長 大原 裕介 氏 

  〇グループワーク 「地域住民が主体のまちづくり」 

Q1 隣近所、地域のつながりの現状の課題と対応 

Q2 あなたの地域の良いところ 

Q3 新たな支えあいの仕組みづくり 

２ 地域包括支援センター7 圏域におけるディスカッションから見 

 えた課題 

 ・町内会や地域との関係性の希薄化に関係する意見が多い。 

・町内会への関心が薄い。（加入数減、加入率低下、行事への参加者数の減） 

・町内会役員の高齢化（なり手不足、地域をまとめる人がいない） 

 ・町内会でやっていることの情報がなかなか届かない。 

 ・地域の新しい層と古い層をどのように繋げていくか。 

 ・除雪、災害時対応など、出来ている地区と出来ていない地区の違いを分析 

  し、成功している地区の仕組みを検証し、成功例を共有すべき。 

 ・地域で人が集まるアイディア（ビジネスチャンス、出会い等）を出すような 

ことがあると良い。 

 ・道徳の時間など、学校と連携して子どもたちに町内会のことを伝えていく 

 ・地域人材バンク（地域の様々な知見を持つ方々に教育にも加わってもらう） 
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 ・企業と地域を一緒につくる文化の醸成 

 ・子どもがいながらに仕事ができ、その間子どもを看てくれる仕組みづくり 

などへの支援 

以上の点から、次の 3 つの視点が重要と考えられます。

① 子どもに視点を置いた施策 

・町内会に関する子どもたちへの教育 

・子どもとその親が集まる地域における事業の創出とその支援 

・働く母親世代への仕事と保育の両面からのマッチング支援等 

② 地域福祉活動に関する情報発信と共有 

・各地域における支えあいの成功事例の周知・啓発の強化 

③ 地域における人的資源の掘り起こしと地域における企業との関わり方 

【３】共生社会を考えるシンポジウムの実施結果         

１ 開催内容 

〇開催日時 令和元年 11 月 30 日（土）13 時～15 時 

開催場所 苫小牧市民活動センター多目的ホール 

参加者数 80 名 

〇基調講演「治さない医者～非援助の援助～」 

  講師 医療法人薪水浦河ひがし町診療所    院 長   川村 敏明 氏 

                      当事者・スタッフ 14 名 

〇シンポジウム  

・コーディネーター     

一般社団法人釧路社会的企業創造協議会   副代表  櫛部 武俊 氏 

・アドバイザー                      川村 敏明 氏 

・シンポジスト 

髙田法律事務所         弁護士    髙田 耕平 氏 

苫小牧地域生活支援センター   ｾﾝﾀｰ長    園田 亜矢 氏 

山手地域包括支援センター    社会福祉士 加藤 侑大 氏 
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２ 支援者の支援における「連携」についての課題 

① 支援者を孤立させない 

・支援者が一人で抱え込まない。 

・社会的孤立を助けるには支援者が応援されるシステムが必要。 

② 他機関と連携する支援の必要性 

・他の機関に相談し、外の視点も考えていく。 

・支援側の役割分担を考える必要がある。 

③ 相談者を孤立させない 

・相談者は一人で抱え込まず相談する。 

・相談者のいる地域も一緒に考える。 

④ 相談者に合わせて地域へつなげていく必要性 

・支援者が相談者のお世話をし過ぎてしまい地域につなげない。 

以上の点から見える重要な視点として 

支援者を孤立させず支援する仕組みや関係機関での役割分担など、多機 

関とのネットワークの構築が求められています。 

また、相談者を孤立させず、地域につなげていくため、積極的なアウト 

リーチによる早期支援の体制を整備する必要があります。 
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【４】地域懇談会の実施結果               

１ 開催結果 

No 開催日時 サロン名（圏域） 参加者 対象者 

1 
令和元年 

12 月 18 日(水) 
桜坂ふれあいサロン（しらかば） 17 人 桜坂町に住む方 

2 12 月 19 日(木) 苫社協ふれあいサロン 23 人 苫小牧市民 

3 12 月 21 日(土) サロンふれあいひろば（東） 23 人
ウトナイ町内会に住

む 65 歳以上の方 

4 12 月 24 日(火) おしゃべりサロン（明野） 23 人
住吉泉町内会に住む

65 歳以上の方 

5 
令和 2 年 

1 月 22 日(水) 
ふれ愛サロンほっとタイム（西） 55 人 ときわ町内会に住む方 

6 1 月 23 日(木) ふれあいみやま（山手） 20 人 見山西町内会に住む方 

7 1 月 25 日(土) ふれあいサロン（中央） 22 人 新中野町に住む方 

8 1 月 26 日(日) ふれあいサロン青葉（南） 25 人 青葉町に住む方 

２ 地域懇談会で出された意見から見えた課題 

  (1)サロンの現状 

現状については、「楽しい」という意見が多数あったが、他に「参加者の減少」、

「サロンでの安否確認だけでは足りない」等の意見もありました。 

(2)サロンの今後のあり方 

ア 若者、子どもなどの参加が必要 

・若者、子どもに参加して欲しい（7 件） 

・一人暮らしの方（高齢者）に参加して欲しい（2 件） 

イ 開催頻度、参加人数が少ない 

・参加者を増やしたい（6 件） 

・開催回数を増やしたい（3 件） 

・口コミで広がって欲しい(1 件) 

ウ 歩いて行ける身近な場所に欲しい 

・近所に欲しい（2 件） 

エ 送迎バスが欲しい 

・コミュニティバスなど送迎があると良い(4 件) 
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以上の点から見える重要な視点として 

若者や子どもなど多世代の参加の必要性や、近所にサロンが欲しいなどの 

意見があり、誰もがいつでも気軽に立ち寄ることができ、地域活動を生み出 

す拠点整備を進めていく必要があります。 
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４ 課題及び施策検討 

市民意識調査、地域福祉セミナー、共生社会を考えるシンポジウム、地域懇談会

から次のような課題及び施策検討のポイントが挙げられます。 

 市民意識調査の結果では、「本当に困っている人は自ら発信できず、行政等に出向

くことが出来ない」、「市の窓口は相談に行くのに抵抗がある」など、行政・関係機

関が地域にもっと出向くことが求められています。 

共生社会を考えるシンポジウムの実施結果では、支援者を孤立させずに支援する仕

組みや関係機関での役割分担など、多機関とのネットワークの構築が求められていま

す。また、相談者を孤立させず、地域につなげていくため、積極的なアウトリーチに

よる早期支援の体制を整備する必要があります。 

課題１ 相談支援体制の不足   

【第 3 期計画における施策検討のポイント】 

 〇相談支援機能の強化【市民意識／シンポジウム】 

 ・地域における身近な相談機能の整備 【市民意識】 

・分野を越えた包括的な相談支援体制の整備 【市民意識】 

  ・ふくし総合相談窓口機能の充実  

  ・支援者を支援する仕組みづくり 【シンポジウム】 

  ・積極的なアウトリーチによる早期支援 【シンポジウム】

  ・ケアし支えあう地域づくりをコーディネートする機能【シンポジウム】

【市民意識】：市民意識調査（7 月） 

【セミナー】：共生社会を考える地域福祉セミナー（9 月） 

【ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ】：共生社会を考えるシンポジウム(11 月) 

【懇 談 会】：地域懇談会（12～1 月） 

39



40 

 市民意識調査の結果では、「制度の内容について周知が不足している」、「成年後見

支援センター及び市民後見人について周知が不足している」という意見が多く、広

報紙及びインターネット等を積極的に活用した情報発信が求められています。 

 市民意識調査の結果では、「若い世代の地域福祉への関心が低い」、「地域のつなが

りの希薄化が進行している」、「地域におけるつながりの場及び参加の機会が少ない」

などの回答が多い状況でした。 

地域福祉セミナーでは、町内会について「町内会でやっていることの情報がなか

なか届かない」、「町内会の加入数・加入率の低下」、「行事への参加者数が減少」な

ど町内会への関心が弱まっているという意見もありました。また、町内会役員が高

齢化のため「なり手不足」、「地域をまとめる人がいない」などの意見もあり、各地

域において新しい層と古い層を繋げていく環境づくりが求められます。 

課題３ 地域とのつながりの希薄化 

課題２ 成年後見制度の利用促進

【第 3 期計画における施策検討のポイント】 

 〇成年後見制度関連事業の周知 【市民意識】 

 ・成年後見制度に対する理解の促進を図る。 

 ・成年後見支援センター及び市民後見人についてさらなる周知を図る。 

 〇地域連携のネットワークの構築と中核機関の体制整備 

 ・「権利擁護の必要な人の早期発見・支援」、「身近な相談体制」、「意思決定 

支援・身上保護を重視した制度運用」を念頭に地域や関係機関と連携を図 

り、権利擁護支援のネットワークを構築する。 

  ・中核機関の設置と周辺各町との広域化の協議・検討を行う。
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市民意識調査の実施結果では、「小中学校を改修して交流できる所にするべきだと

思う。子供は高齢者からいろいろ学べる機会が増えるし、高齢者は子どもと触れ合

うことでお互いに活気がわくと思う」､｢市内のひきこもりの方々の就労支援を兼ね

て、高齢者など違う立場の方々と交流できるコミュニティスペースが必要なのでは

と思う｣など、拠点に関する意見がありました。 

また、地域懇談会の実施結果からも若者や子どもなど多世代の参加の必要性や、

近所にサロンが欲しいなどの意見があり、誰もがいつでも気軽に立ち寄ることがで

き、地域活動を生み出す拠点整備を進めていく必要があります。 

課題４ 地域福祉拠点の整備

【第 3 期計画における施策検討のポイント】 

 〇子どもから若い世代も含めた全世代を対象とした施策【市民意識／懇談会】 

 ・世代を越えたつながりの場の整備 【市民意識】 

  ・地域における活動機会の提供 【市民意識】 

  ・地域における災害対応の推進 【市民意識】 

  ・生活支援コーディネーター等の機能強化 【市民意識】 

・若者、子ども、一人暮らしの高齢者などの多世代の参加・交流【懇談会】 

〇子どもに視点をおいた施策 【セミナー】

・町内会に関する子どもたちへの教育 

  ・子どもとその親が集まる地域における事業の創出とその支援 

・働く母親世代への仕事と保育の両面からのマッチング支援 

〇地域福祉活動に関する情報発信と共有 【セミナー】

  ・各地域における支えあいの成功事例の周知・啓発の強化 

・除雪、災害時対応など、地域での支えあい等が成功している事例の共有 

〇地域における人的資源の掘り起こしと企業との関わり方【セミナー】 

・地域の様々な知見を持つ方々を登録する機能（地域人材バンク）
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 市民意識調査の結果では、「広報にもっとたくさん福祉サービスを載せてほしい」

など、情報量が少なく、必要な情報が届いていないという意見がありました。また、

「広報等を各家庭に配布しても、文字が小さくて見えない、文字が多くて読むのが

面倒な高齢者が多い」、「ケアマネが高齢者への情報提供をする場面を増やすことも

大事」など、高齢者への情報の伝え方に配慮が必要という意見もあり、情報の発信

とニーズとのミスマッチが生じています。 

このようなことから、高齢者や障がいの有無に関わらず、全ての人が容易に情報

を得ることができるアクセシビリティの向上が求められています。 

また、動画での字幕挿入や文字サイズなどへの配慮、コロナ禍におけるオンライン・

ツールの活用なども踏まえながら、伝わりやすい福祉の情報発信を行う必要がありま

す。 

課題５ 情報発信のミスマッチ 

【第 3 期計画における施策検討のポイント】 

 〇地域福祉拠点の整備 【市民意識】 

 ・誰もがいつでも気軽に立ち寄ることができる居場所や、地域住民や支援 

者の話し合いを通じて、新たな活動が生まれることが期待できる地域福 

祉拠点の整備 

〇多世代が交流する場の拡大 【懇談会】 

・既存施設を活用した多世代交流の拠点づくりの促進

【第 3 期計画における施策検討のポイント】 

 〇ニーズや状況に応じた方法で福祉関連情報を発信【市民意識】 

・広報による福祉サービスの効率的な周知 

  ・情報アクセシビリティの向上 
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５ 地域福祉計画推進委員会からの意見 

●成年後見制度の連携体制（第 6 回推進委員会） 

成年後見制度については、センターの中核機関化と広域化が大きな命題と 

なるが、広域化については、一次相談窓口の相談員の体制、スキルなど、相 

談支援体制の平準化と機能維持について、各自治体との共有化は重要である。 

各自治体の一次相談窓口の相談員研修や調整会議等の連携体制整備につい 

て、計画に位置付けることはできないか。 

●担い手育成（第 6 回推進委員会） 

  新たな担い手を発掘するのに大変苦労している。高齢化が進む中、なり手 

 がいない状況が続いている。どのようにすれば若い世代を取り込めるかが最 

大の悩みである。 

●多世代交流（第 6 回推進委員会） 

サロンの参加者減少やつながりの確保という課題がある。「新しい生活スタ 

イル」の中で、例えば地域の大学サークル等との連携を模索してみるなど、 

利用者をつなぎとめる努力が必要となってくると思う。    

●防災意識を高める取組（第 5 回推進委員会） 

 住民相互のネットワークは大切。地域の中で防災の知識や訓練をするなど 

して、日常から防災意識を高める必要がある。        

●コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の配置（第 6 回推進委員会） 

  地域支援と考えた場合、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の配置 

は、取組の柱として考えてもよいのではないか。包括圏域に 1 名のＣＳＷの配 

置は、市町村の取組の中でも、先進的であると思う。     

●コロナ禍による新たなつながり方（第 6 回推進委員会） 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、いかに福祉を結びつけられるか 

が検討課題と考える。        
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●移動手段の確保（第 6 回推進委員会） 

高齢者ドライバーの免許返納など市民の「足」の問題は、まちづくりにお 

 いて大きな課題となってくると思う。気軽に外出できるハードとソフトをバ 

ランスよく作っていかなければならない。 

福祉部だけではなく、市関係部局との連携、協議を行い、苫小牧市のまち 

 づくりとして総合的に考えた方が良いのではないかと考える。 

コラム①

「性はグラデーション 一人ひとりが持っている性」 
人には様々な性のあり方が存在します。異性を好きになる人、同

性を好きになる人、性別に関係なく好きになる人など様々です。ま
た、身体の性に関係なく、自分の性別をどう認識しているかも人そ
れぞれです。性のあり方に「当たり前」は存在しません。様々な性
のあり方を知り、お互いを尊重し、認め合うことが大切です。 
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６ 新たな基本目標 

 計画策定における基本的な考え方と課題を整理し、3 つの新たな目標を設定しま 

す。 

共に支えあう地域づくり 
（ちいき）

自分らしく生きるための 
仕組みづくり（ひと）

誰もが安心して暮らせる環
境づくり（まち）

課題３ つながりの希薄化 

課題４ 地域福祉拠点の整備

課題１ 相談支援体制の不足   

課題２ 成年後見制度の利用促進

課題５ 情報発信のミスマッチ 

改定１ 包括的な支援体制の整備

改定２ 地域丸ごとのつながりの
強化

・制度の狭間を越えた支援の連携
体制 

・近隣住民の日常的な関わりの 
回復 

・地域住民と集う活動の場に 
おける支えあいの仕組み 

・相談者を孤立させず、地域に 
つなげていく体制 

・成年後見制度の周知 

・高齢者等への情報の伝え方に 
配慮 

・福祉の領域を超えて、様々な 
資源とつなげる循環 

＜ニーズ把握から見えた課題＞ ＜新たな基本目標＞ 

福祉サービスを利用する主体を利用者

本人（ひと）に置き、一人ひとりの生が

尊重され、本人の意思決定の支援、社会

的に孤立した若者や困窮者への支援を行

う必要があります。

地域住民、福祉事業者、行政等、多様な

関係者が参画して共に支えあい地域の生

活課題の解決策を探していく「地域（ちい

き）福祉の活動」を行う必要があります。

地域づくりにおいて、福祉の領域を超

えて、誰もが安心して暮らせる環境（ま

ち）づくり、地域産業など他の分野の可

能性を広げる連携・協働を強化する必要

があります。
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基本方針

１ 基本理念 

２ 基本目標 

３ 計画の体系 

４ 圏域の設定 
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第 3 章 基本方針 

１ 基本理念 

私たちの地域の中には、年齢・性別・障がいの有無や国籍など様々な違いを問わず

多様性を持った人々が暮らしています。

また、社会環境は、急速な少子高齢化や核家族化、雇用形態の変化等により家族だ

けでは解決が難しい課題も増えています。 

 こうした中、誰もが住み慣れた地域の中で、心豊かに安心して暮らしていくために

は、支えあい、助けあう心を醸成し、地域福祉を推進する必要があります。 

地域住民一人ひとりが、さりげない思いやりの気持ち、あたたかい「ふくしのここ

ろ」でまちをつつむことができるよう、本計画においてもこれまでの基本理念を踏襲

します。 

また、地域における関係の希薄化が進む中、誰もが孤立することのないよう、人と

人、人と地域とが「つながる」ことで、地域の中の支えあい、緩やかな見守り、住民

同士の絆が「生まれる」ことを願い、計画のサブテーマを「つながる・生まれる」と

します。 

「様々な価値観を受け止め、対立をなくし、つながることで、 

共に生きるという概念が生まれてくる」

支えあい、助けあいながら
共に暮らせるまちづくり 

ｻﾌﾞﾃｰﾏ ： ～つながる・生まれる～

基本理念：
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２ 基本目標 

 本計画の基本理念の実現を目指すために、次の3つの基本目標を設定します。 

 支援を必要とする人が適切かつ切れ目のない福祉サービスの提供が受けられるなど､

誰もが安心して生活できる地域とするため、福祉等に関する相談体制の充実や、様々

な関係機関が連携した包括的な支援を行う体制づくりを進めます。さらに、本人の意

思決定を支援するための成年後見制度等の権利擁護の推進に取り組みます。 

全ての地域住民が地域福祉を我が事として捉え、また、福祉事業者、行政等、多様

な関係者が参画して地域の生活課題や活動に主体的に関わり、共に支えあう地域とす

るため、地域の活動拠点づくりへの支援や、地域福祉を担う人材の育成、地域福祉活

動の推進に取り組みます。 

市民一人ひとりが、住み慣れた地域でいきいきと健康で暮らすことのできる地域と

するため、自殺防止・再犯防止に向けて関係の支援者・団体との連携した取組や、道

路・建築物等における物理的なバリア、情報障がい者といわれる視覚障がい者・聴覚

障がい者等における情報面でのバリア、障がいのある方が社会参加する時における意

識上のバリアを取り除くなど、バリアフリーに向けた福祉のまちづくりを推進しま

す。 

基本目標１ 自分らしく生きるための仕組みづくり（ひと）

基本目標２ 共に支えあう地域づくり（ちいき）

基本目標３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり（まち）
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３ 計画の体系 

基本目標２ 

共に支えあ

う地域づく

り 

（ちいき） 

基本目標１ 

自分らしく

生きるため

の仕組みづ

くり 

（ひと）

基本目標３ 

誰もが安心

して暮らせ

る環境づく

り  

（まち） 

① 包括的な支援を行う体制づくり 

② 福祉サービスの質の向上 

③ 福祉専門職の支援体制づくり 

④ 居住に課題を抱える方への横断的な支援 

⑤ 成年後見制度等の利用促進 

⑥ 虐待防止に向けた対応 

⑦ 福祉教育の推進 

⑧ 新たな担い手の発掘・育成 

⑨ ボランティア活動の推進と支援 

⑩ 福祉コミュニティの拠点や多様な居場所づくり 

⑪ 地域の防災活動の推進 

⑫ 地域支えあいの機能の充実 

⑬ 自殺防止に向けた取組 

⑮ 交通安全対策、移動手段の確保 

⑯ バリアフリーの推進 

⑭ 再犯防止に向けた取組の推進 

⑰ 情報アクセシビリティの確保 

⑱ 雇用の安定・拡大と人材確保・育成 

⑲ 地域における人と資源の循環 

施策１ 包括的な相談支援体制の構築 

施策２ 権利擁護の推進 

施策３ 地域を担う人づくり 

施策４ 地域福祉活動の推進 

施策５ 安心して暮らせる地域づくり 

施策６ 福祉のまちづくりの推進 

施策７ 地域丸ごとのつながり 

【基本理念】 【基本目標】 【基本施策・取組方針】 

～つながる・生まれる～

支
え
あ
い
、
助
け
あ
い
な
が
ら
共
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
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４ 圏域の設定 

地域福祉の活動は、家族、近所、町内会などの身近なコミュニティから市全体を 

俯瞰する大きな圏域までいくつかの圏域に分かれ、それぞれの圏域に応じた機能や 

役割が発揮されるとともに、圏域を超えた連携が行われることにより、市全体とし 

ての地域福祉の推進が図られます。本計画では、小地域、中地域、大地域の圏域を 

概念として示します。 

小地域～身近なｺﾐｭﾆﾃｨ

中地域～日常生活圏域

大地域～市全体

住
民
に
身
近
な
ち
い
き （例） 

・地域包括支援センター 

・生活支援コーディネーター 

・介護サービス事業者 

・障害サービス事業者 

・コミュニティセンター 

・社会福祉法人 

（例） 

・家族、隣人 

・近所 

・町内会、自治会 

・民生委員・児童委員 

・老人クラブ 

・町内会 

・ふれあいサロン 

（例） 

・市 

・成年後見支援センター 

・基幹相談支援センター 

・地域自立支援協議会 

・子育て世代包括支援センター 

・要保護児童対策地域協議会 

・市社会福祉協議会 

・人権擁護委員会 

・とまこまい若者サポートステーション 

・市若者自立支援ネットワーク連絡協議会  ・とまこまい医療介護連携センター 

・福祉サービス 

・自立相談支援事業 

・専門的かつ複合的で高度な課題への対応 

・包括的支援体制の構築 ・福祉の領域を超

えたまちづくり 

・産業など他分野との連携・協働 

主な活動 

・地域課題の把握、解決 

・地域生活課題の行政との共有 

・社会福祉法人による公益事業の展開 

・近所付き合い 

・地域防災活動 

・災害時避難支援 

・要援護者の発見、見守り

主な活動 

主な活動

市
全
体

ちいき
中小

まちひと

小
学
校
区

中
学
校
区

町
内
会

大
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西包括圏域 
澄川町、青雲町、字樽前、ときわ町、字錦岡、のぞみ町、美原町、宮前
町、明徳町、もえぎ町、錦西町、北星町 

しらかば包括
圏域 

字糸井（２８７～４４６）、柏木町、川沿町、桜坂町、しらかば町、日新
町、はまなす町、宮の森町 

山手包括圏域 
有珠の沢町、啓北町、桜木町、字高丘（５５・５６・６０）、豊川町、花
園町、北光町、松風町、見山町、山手町 

南包括圏域 
青葉町、有明町、字糸井（２８７～４４６除く）、永福町、小糸井町、光
洋町、白金町、新富町、大成町、浜町、日吉町、元町、矢代町、弥生町 

中央包括圏域 
旭町、一本松町、入船町、王子町、大町、表町、春日町、木場町、寿町、
幸町、栄町、汐見町、清水町、新中野町、末広町、高砂町、錦町、晴海
町、船見町、本幸町、本町、緑町、港町、元中野町、若草町 

明野包括圏域 
明野新町、泉町、音羽町、三光町、新明町、住吉町、字高丘（５５・５
６・６０除く）、日の出町、双葉町、字丸山、美園町、柳町 

東包括圏域 
明野元町、あけぼの町、字植苗、字柏原、ウトナイ北、ウトナイ南、新開
町、拓勇西町、拓勇東町、東開町、字沼ノ端、北栄町、字美沢、字勇払、
沼ノ端中央 

日常生活圏域 

１ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

１ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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（空白） 
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第４章 
施策の推進

１ 施策の推進に対する考え方 

２ 施策の体系 

３ 評価指標 

基本目標１  

自分らしく生きるための仕組みづくり 

基本目標２ 

共に支えあう地域づくり

基本目標３ 

誰もが安心して暮らせる環境づくり
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第４章 施策の推進 

１ 施策の推進に対する考え方

 国は「地域共生社会」の実現に向けて、地域住民や多様な主体が地域生活の課題に

自分のこととして取り組み、行政は相談支援の窓口拠点を集約し、その拠点で何でも

丸ごと受け止め、対応できる体制の構築を掲げています。 

 本市においては、多機関と包括的支援体制による連携を推進し、制度の挟間の課題

や複合的な課題に対応する体制を整えつつあります。その体制を基盤としつつ、苫小

牧市社会福祉協議会でコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）を各圏域に配置し、

地域活動をさらに促進していきます。 

 本計画では、支援の対象を高齢者、障がい者、子どもといった属性にとらわれず、

支援を必要とする人として包括的にとらえ、施策の体系を個人のみならず世帯が抱え

る生活課題に向き合い各施策を進めていきます。 

 なお、各施策を進めるにあたっては、社会情勢を十分見極め、新型コロナウイルス

感染症の拡大の影響、その収束後における情報発信の在り方や支援方法などについて

各関係機関とも連携を図りながら適切な対応をとることとします。 

コラム②

「コミュニティソーシャルワーカー」 
地域で課題を抱えている人を支援するために、制度、サービス、地域

住民の援助などを組み合わせ、新しい仕組みづくりのための調整、支援
を必要とする人への多角的な見守りやニーズの早期発見に向けて取り組
むとともに、専門相談支援機関へのつなぎ役を果たします。 
 課題を抱えている個人や家族に対する包括的な相談支援などの「個別
支援」や地域の様々な団体が行う日常活動への関わりなどを通じて地域
の実態把握に努めるとともに、生活環境の改善や地域住民の組織化等の
「地域支援」を統合的に展開することにより、地域づくりや必要な資源
開発を行っていきます。 
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２ 施策の体系

施策 取組方針 

１包括的な相談支援体制の構築 1 包括的な支援を行う体制づくり 

2 福祉サービスの質の向上 

3 福祉専門職の支援体制づくり 

4 居住に課題を抱える方への横断的な支援 

２権利擁護の推進 5 成年後見制度等の利用促進 

6 虐待防止に向けた対応 

３地域を担う人づくり 7 福祉教育の推進 

8 新たな担い手の発掘・育成 

9 ボランティア活動の推進と支援 

４地域福祉活動の推進 10 福祉コミュニティの拠点や多様な居場所づくり

11 地域の防災活動の推進 

12 地域支えあいの機能の充実 

５安心して暮らせる地域づくり 13 自殺防止に向けた取組 

14 再犯防止に向けた取組の推進 

15 交通安全対策、移動手段の確保 

６福祉のまちづくりの推進 16 バリアフリーの推進 

17 情報アクセシビリティの確保 

７地域丸ごとのつながり 18 雇用の安定・拡大と人材確保・育成 

19 地域における人と資源の循環 

ＳＤＧｓについては、Ｐ●●●参照
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３ 評価指標 

基本目標１ 自分らしく生きるための仕組みづくり 

施策１ 包括的な相談支援体制の構築 

取組方針 指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

①包括的な支援を

行う体制づくり 

生活困窮者自立支援事業での他機関へ

のつなぎ件数 
160件 180件 

ふくし総合相談窓口機能の充実 － R4開設 

②福祉サービスの

質の向上 

ケアマネジャーの質の向上 

① 研修開催回数 

② ケアプラン点検数 

① 1回 

② 40件 

① 2回 

② 40件 

法人間連携における公益的取組に関す

る情報交換会開催 
－ 年1回 

③福祉専門職の支

援体制づくり 

福祉人材育成研修等の実施 
10回 12回 

④居住に課題を抱

える方への横断的

な支援

東胆振圏域地域生活支援拠点センター

ラポルトの活用 30件 40件 

施策２ 権利擁護の推進 

取組方針 指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

⑤成年後見制度等

の利用促進 

市民後見人受任件数 
22件 98件 

下線部分は令和5年度に中間見直しを行っています。 
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基本目標２ 共に支えあう地域づくり 

施策３ 地域を担う人づくり 

取組方針 指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

⑦福祉教育の推進 リーダー養成事業登録者数 200人 200人 

福祉学習開催数 21校、150学級 24校、150学級 

⑧新たな担い手の

発掘・育成 

認知症サポーター数（累計） 24,355人 42,000人 

福祉人材バンク事業における求職数・

求人数・マッチング成功数 

求職118人 

求人241人 

マッチング成功

13件 

求職130人 

求人250人 

マッチング成功

20件 

⑨ボランティア活

動の推進と支援 

介護支援いきいきポイント事業活動 

延人数 
2,300人 3,250人 

雪かきボランティア登録者数 519人 570人 

市民ボランティア講座参加者数 81人 100人 

下線部分は令和5年度に中間見直しを行っています。 

施策４ 地域福祉活動の推進 

取組方針 指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

⑩福祉コミュニテ

ィの拠点や多様な

居場所づくり 

異年齢児・世代間交流事業における実

施園数 
27園 39園 

ふれあいサロン数 68か所 83か所 

⑪地域の防災活動

の推進 

避難行動要支援者協定 締結町内会数 43町内会 60町内会 

自主防災組織世帯カバー率 90.08% 96.00% 

防災出前講座 開催数 45回 50回 

災害ボランティア登録者研修会におけ

る講習会参加者数 

登録者研修78名

初心者研修40名 

登録者研修80名

初心者研修40名 

⑫地域支えあいの

機能の充実 

高齢者等見守り活動登録事業者数 135事業所 153事業所 

コミュニティソーシャルワーカー相談

件数 
14件 100件 

下線部分は令和5年度に中間見直しを行っています。 
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基本目標３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり 

施策５ 安心して暮らせる地域づくり 

取組方針 指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

⑬自殺防止に向け

た取組 

実務者ネットワーク会議開催回数 1回 年1回以上 

ゲートキーパー養成講座総登録者数 1,620人 2,420人 

こころの健康相談の開催 相談日：年1回 相談日：年12回 

⑭再犯防止に向け

た取組の推進 

巡回体制 街頭巡回 

年間680回 

巡回体制を維持

します。 

⑮交通安全対策、

移動手段の確保 

交通安全教室開催数 321回 320回 

デマンド型コミュニティバス利用者数 樽前ハッピー号 

17,665人 

とこバス 

2,771人 

樽前ハッピー号 

18,000人 

とこバス 

2,800人 

施策６ 福祉のまちづくりの推進 

取組方針 指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

⑯バリアフリーの 

推進 

福祉トイレカー出動回数 37回 45回 

手話通訳者派遣件数 54件 60件 

バリアフリー化事業における合理的配

慮の提供を支援する助成件数 
3件 6件 

あいサポーター数（累計） 1,425人 6,000人 

市営住宅バリアフリー化住戸数（累計） 192戸 480戸 

バリアフリー化公園数（累計） 142か所 157か所 

施策７ 地域丸ごとのつながり 

取組方針 指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

⑱雇用の安定・拡

大と人材確保・育

成 

農福連携農家数 ― 1戸 
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基本目標１ 自分らしく生きるための仕組みづくり

支援を必要とする人が適切かつ切れ目のない福祉サービスの提供を受けられるなど､

誰もが安心して生活できる地域とするため、福祉等に関する相談体制の充実や、様々

な関係機関が連携した包括的な支援を行う体制づくりを進めます。さらに、本人の意

思決定を支援するための成年後見制度等の権利擁護の推進に取り組みます。 

 複合的で複雑化した課題を抱えた人に対して、包括的に受け止め、多機関と連携

し、分野を横断して総合的に支援することができる体制を構築します。 

 また、令和７年度からの重層的支援体制整備事業の実施に向け、関係機関と議論

を重ねながら実施体制等を整理します。 

取組方針① 

包括的な支援を行う体制づくり 

８０５０問題や育児と介護のダブルケアなど、一つの世帯において複合的な課題

を抱え、一つの支援機関だけでは解決が困難な事例や、既存の制度では対応が困難

な「制度の狭間の課題」が顕在化しています。こうした地域住民の様々な支援ニー

ズに対応するため、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律」が令和2 年（2020 年）6 月 12 日に公布され、地域生活課題の解決に資す

る支援を包括的に行う、「重層的支援体制整備事業」が令和 3 年（2021 年）4 月

に施行されたことから、本市においても実施に向けた取組を進めます。 

また、相談者の複合化・複雑化した課題を受け止めるため、障がい福祉、介護福

祉、生活困窮、児童福祉、生活保護、ひきこもり、成年後見等の福祉に関する総合

的な相談支援体制を整備し、ふくし総合相談窓口の機能強化を図ります。 

◆重層的支援体制整備事業実施に向けた取組 

 重層的支援体制整備事業（以下、「本事業」といいます。）は、地域住民の様々

な支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、属性を問わない相談支

援、参加支援及び地域づくりに向けた支援の３つの支援を一体的に実施する事業で

す。 

施策１ 包括的な相談支援体制の構築 

62



この３つの支援は、個別支援の観点から、相談支援によって本人や世帯の属性を

問わず包括的に相談を受け止め、支援関係機関全体で支援を進めるとともに、参加

支援を通じて、本人や世帯の状態に寄り添い、社会とのつながりを段階的に回復す

る支援を実施しつつ、地域を面で捉えた地域づくりに向けた支援によって、地域に

おける多世代の交流や多様な活躍の場を確保する環境整備を実施することで、個別

支援と地域に対する支援の両面から、地域において人と人のつながりを基盤とした

セーフティネットを構築し強化するものです。 

専門職による支援だけではなく、地域の居場所などにおける様々な活動等を通じ

て日常の暮らしの中で行われる、地域住民同士の支え合いや緩やかな見守りなどに

よる重層的なセーフティネットを構築することにより、地域生活課題の早期発見に

努めます。 

なお、包括的な支援体制の整備に向けた取組は、これまでも様々な主体で、様々

な形態で行われてきたことから、本事業の構築に際しては、関係者と議論を重ね既

存の取組を生かしながら進めます。 

【各事業の概要】 

１ 包括的支援事業 

(社会福祉法第 106 条の 4 第 2 項

第 1号) 

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止め

る 

・支援機関のネットワークで対応する 

・複雑化・複合化した課題については適切に多

機関協働事業につなぐ 

２ 参加支援事業 

(社会福祉法第 106 条の 4 第 2 項

第 2号) 

・社会とのつながりをつくるための支援を行う 

・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチング

やメニューをつくる 

・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う 

３ 地域づくり事業 

(社会福祉法第 106 条の 4 第 2 項

第 3号) 

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を

整備する 

・交流・参加・学びの機会を生み出すために個

別の活動や人をコーディネートする 

・地域のプラットフォームの形成や地域におけ

る活動の活性化を図る 

４ アウトリーチ等を通じた継

続的支援事業 

・支援が届いていない人に支援を届ける 

・会議や関係機関とのネットワークの中から潜 
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(社会福祉法第 106 条の 4 第 2 項

第 4号) 

在的な相談者を見つける 

・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点

を置く 

５ 多機関協働事業 

(社会福祉法第 106 条の 4 第 2 項

第 5号) 

・市全体で包括的な相談支援体制を構築する 

・本事業の中核を担う役割を果たす 

・支援関係機関の役割分担を図る 

本市は、本事業を適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業実施計 

画を令和６年度中に策定予定です。 

本事業を活用し、さらなる包括的支援体制の整備を推進していきます。 

担当課 
介護福祉課/障がい福祉課/こども相談課/総合福祉課/青

少年課 

No 取組項目 取組内容 担当課 

1 

各支援機関との連

携強化 

(地域ケア圏域会議) 

日頃の活動で把握した地域課題を各圏

域の地域課題と捉え、それらの課題を解

決するための、圏域でのインフォーマル

サービスや地域の見守りネットワーク等

の資源開発や、圏域全体を通じての関係

団体とのネットワーク構築を目的としま

す。 

(地域自立支援協議会) 

地域における相談支援事業の適切な実

施を図り、関係機関による障害福祉施策

に関する協議の場を設け、地域のサービ

ス基盤の整備を進めていきます。 

(要保護児童対策地域協議会) 

児童虐待の未然防止、早期発見、早期

対応に向け、児童に関係する機関と連携

して取り組みます。 

介護福祉課 

障がい福祉課 

こども相談課 

総合福祉課 

青少年課 
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(生活困窮者自立支援ネットワーク会議、

重層的支援体制整備及び生活困窮者支援

に係る庁内関係部署連携会議) 

地域生活課題を抱える地域住民及びそ

の世帯に対する支援体制並びに地域住民

等による地域福祉の推進のために必要な

環境を一体的かつ重層的に整備すること

及び就労の状況、心身の状況、地域社会

との関係性その他の事情により、身体

的・精神的・経済的理由等から、最低限

度の生活を維持することが出来なくなる

恐れのある者の早期把握のため、直接市

民等と接し、生活上の相談や近隣住民の

生活状況を心配する相談等、様々な相談

を受ける機会のある各部署との連携を図

ります。 

（子ども・若者支援地域協議会） 

地域の関係機関と連携し、困難を有す

る子ども・若者に対する横断的、重層的

な支援体制の整備に取り組みます。 

2 

ふくし総合相談窓

口機能の充実 

相談者の複合化・複雑化した課題を受

け止めるため、障がい福祉、介護福祉、

生活困窮、児童福祉、生活保護、ひきこ

もり、成年後見等の福祉に関する総合的

な相談支援体制を整備するとともに、相

談窓口の機能強化を図ります。 

総合福祉課 
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評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

生活困窮者自立支援事業での他機関へ

のつなぎ件数 
160 件 180 件 

ふくし総合相談窓口機能の充実 － R４ 

取組方針② 

福祉サービスの質の向上 

利用者に適正なサービスを提供するため、また、利用者が適切にサービスを選択 

できるように、専門職の資質向上に努めるとともに、福祉サービスの質の向上を図 

ります。 

また、必要な情報はもとより、高齢者、障がい者、子どもなどの分野において、 

支援を必要とする人が、適切なサービスを受けられるよう、それぞれの福祉サービ 

スの周知や、サービスの提供体制の充実を図ります。 

 さらには社会福祉法人で、地域の課題などに対して法人の強みを生かした「地域

における公益的な取組」が連携して対応できるよう法人間での連携づくりを図りま

す。 

担当課 介護福祉課/総合福祉課/社会福祉協議会 

No 取組項目 取組内容 担当課 

3 

ケアマネジャーの質

の向上 

ケアマネジャー連絡会の研修や自主活

動の支援により相互の能力向上を図り、

適切な介護サービス計画（ケアプラン）

の作成を目指します。また、地域包括支

援センターでは、ケアマネジャーが抱え

る困難ケースへの支援を行います。

介護福祉課

4 

介護サービス事業所

の育成・支援 

サービス事業者連絡会を支援し、事業

所間の連携及びサービスの総合的な向上

を図るとともに、適正なサービス提供に

ついて周知します。 

介護福祉課
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5 

社会福祉法人及び民

間事業者に対する公

益的取組への支援 

社会福祉法人及び民間事業者の経営や

サービス提供の適正化を図るため、公益

的取組に関する情報交換会を開催します｡ 

総合福祉課

6 

社協だよりなど周知

方法の強化 

社会福祉協議会の取組や地域福祉活動

等において情報発信し、より多くの住民

に地域福祉への関心を持っていただける

紙面づくりを目指します。  

社会福祉協

議会 

評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

ケアマネジャーの質の向上 

① 研修開催回数 

② ケアプラン点検数 

① 1回 

② 40件 

① 2回 

② 40件 

法人間連携における公益的取組に関す

る情報交換会開催
－ 年 1回

取組方針③ 

福祉専門職の支援体制づくり 

支援は担当者の個の力に頼ることが多いことから、支援に行き詰まり孤立するこ 

とがあります。支援者を孤立させず、支援のための見立て、手立てについて共に考 

え、他職種の領域を学び、相談者支援を中心課題とする支援者のケア会議に取り組 

みます。 

支援者が、相談者とお互いの「弱さ」「苦労」を語り合い、学び合い、相談者の 

生きづらさを理解し情報共有していくことにより、地域に暮らす大切な人材として 

可能性を見出していく「対話を通じた人づくり」の活動に取り組みます。 

地域包括支援センター、相談支援事業所の支援を担う基幹相談支援センターを充 

実させることにより、地域の専門相談支援機関のサポートを強化し、サービスの質

の向上を図ります。 

担当課 
総合福祉課/介護福祉課/障がい福祉課/発達支援課/生活支

援室/社会福祉協議会 
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No 取組項目 取組内容 担当課 

7 

対話を重視した支援

の取組 

社会的に孤立している方(ひきこもり

等)が集まる「茶話会ぽれぽれ」や普段

の相談支援の中で、支援者からの一方的

な支援にならないように、相談者や支援

者の垣根を越えてお互いの弱さを語り合

える関係性の構築や、対話の力を最大限

に活用し、支援者も回復できる学びの場

づくりに取り組みます。 

総合福祉課 

8 

多職種連携の取組 地域包括支援センター、基幹相談支援

センター及び生活困窮者支援調整会議・

ネットワーク会議において事例検討会を

開催し、多職種の領域を学び、相談者支

援を中心課題とする支援者のケア会議に

取り組みます。 

介護福祉課 

障がい福祉課 

総合福祉課 

9 

福祉専門職向けの研修 福祉サービスを安定的に供給できるよ

う、地域自立支援協議会など地域の関係

団体と連携し、社会福祉士、精神保健福

祉士、介護福祉士など福祉専門職の人材

育成研修を強化していきます。 

介護福祉課 

障がい福祉課 

発達支援課 

生活支援室 

総合福祉課 

10 

包括的支援体制に伴

う研修事業 

属性や世代を問わない相談は、単独の

支援事業者だけでは解決が難しく課題が

複雑化・複合化しており、支援関係機関

の役割分担の整理が必要となる事例が多

くなってきています。このような相談を

多機関と協働して支援するため、他機関

と連携していくことを目的に事例検討や

研修会を行います。 

社会福祉協

議会 
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評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

福祉人材育成研修等の実施 10回 12回 

取組方針④ 

居住に課題を抱える方への横断的な支援 

低所得者、高齢者、障がい者などのうち、生活や住まいに不安を抱える方に対し 

て、訪問による見守り支援や日常生活を営むのに必要な支援を強化します。 

また、関係部署と連携しながら入居を拒まない低家賃の住まいの確保などの仕組 

みづくりに向けて検討します。 

担当課 総合福祉課/障がい福祉課/建築指導課/住宅課 

No 取組項目 取組内容 担当課 

11 

生活困窮者一時生活支援

事業 

住居を持たない方に、一定期間、

宿泊場所や衣食を提供します。退所

後の生活に向けて、就労支援などの

自立支援も行います。 

総合福祉課 

12 

東胆振圏域地域生活支援

拠点事業（居住支援、緊

急時の受入対応） 

誰もが公平に利用できる社会資源

の整備と情報の共有化のため、居住

支援施設等の空き情報の一元化のほ

か、緊急レスパイト時の受け入れ先

の情報提供や調整を行い、地域にお

いて自分らしく生活できるよう支援

します。 

障がい福祉課 

13 

新たな住宅セーフティ  

ネット 

高齢者、障がい者、低所得者、子

育て世帯などの住宅確保要配慮者の

民間賃貸住宅への円滑な入居を促進

し、豊かで住みやすい地域づくりを

進める新たな住宅セーフティネット

を検討します。 

総合福祉課 

建築指導課 

住宅課 
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評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

東胆振圏域地域生活支援拠点センター

ラポルトの活用
30件 40件 

コラム③

「生活困窮者自立支援制度」 
 2015 年 4月、生活困窮者自立支援法が施行されました。苫小牧市では、
法施行に合わせて総合福祉課を立ち上げ、自立相談支援機関を直営で行っ
ています。また、全道に先駆けて家計改善支援事業、子どもの学習支援事
業、就労準備支援事業、一時生活支援事業の４つの任意事業も実施しまし
た。2015年から2019年までの5年間に自立相談支援機関の窓口を訪れた
市民の方の数は何と2,531 人！ 
 振り返ってみると、たくさんの素敵な出会いに恵まれました。その道の
りの中で、私たちが一貫して大切にしてきたことは、お一人お一人との出
会いです。相談者の方々が悩まれていることは、お金のことだけではあり
ません。家族との関係や病気のこと、不安定な雇用を続けていること、人
間関係が苦手なこと、それぞれの方にそれぞれの悩みがあります。その悩
みが、どの制度の対象にならないことも多く、その度に微力ながら相談者
の方と一緒に考えてきました。 
 そのような中から生まれたことの一つが「茶話会ぽれぽれ」です。社会
の中で孤立し、悩みを抱えた方々を対象に、月に1度、皆で集まって悩み
を語り合っています。毎年行っているクリスマス会の中で、ある方が言い
ました。「人間関係は苦手なんですが、だからといって人が嫌いなわけで
はないんです」。 
 私たち相談員は、相談者の方々の言葉 
からたくさんのことを勉強させていただ 
いています。今後も相談者や地域の方々 
から学びながら、よい窓口になるように 
努めてまいりたいと思います。 
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全ての市民の人間性が尊重され、自分らしく生きることができるよう、積極的に

意識啓発を行います。また、判断能力が十分ではない高齢者や障がいのある人につ

いて、基本的な人権が守られ、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう､ 

成年後見制度の利用促進や虐待防止の取組を推進します。 

取組方針⑤ 

成年後見制度等の利用促進（苫小牧市成年後見制度利用促進基本計画）

成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号。以下「法」と

いいます。）が施行されてから、6年が経過しました。本市においては、平成28年

5月に成年後見支援センター（以下「センター」といいます。）を開設し、令和4

年 4月には支援対象範囲に厚真町、安平町及びむかわ町を加えてセンターを広域設

置するとともに中核機関へ移行する等、成年後見制度の利用にかかる体制整備を進

めてきました。 

国の動きとしては、第一期成年後見制度利用促進基本計画（計画期間：平成29～

令和 3年度）における取組を踏まえて、令和4年 3月に第二期成年後見制度利用促

進基本計画（以下「第二期計画」といいます。）が閣議決定され、成年後見制度の

利用促進は、単に利用者の増加を目的とするだけではなく、制度の利用を必要とす

る人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制の整備を目指す、

新たな段階へと移行しています。 

第二期計画においては、地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心とし

た支援・活動における共通基盤として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地域連

携ネットワークにおける権利擁護支援策の一層の充実など、成年後見制度利用促進

の取組を更に進めていくこととされています。 

本編は、法第14条に基づき、市町村における「成年後見制度の利用の促進に関す

る施策についての基本的な計画」と位置付け、第二期計画の趣旨を踏まえながら、

以下のとおり各種施策を推進します。 

担当課 総合福祉課/とまこまい成年後見支援センター 

施策２ 権利擁護の推進 
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取組項目① 権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

  地域連携ネットワークは、包括的・重層的な支援体制と地域における様々な支

援・活動のネットワークを通し、尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会へ

の参加を目標として整備されるものです。 

  本市では、重層的支援体制整備と連携を図りながら、権利擁護支援の地域連携

ネットワークづくりを目指します。 

No 取組項目 取組内容 

14 

包括的・重層的な支援体制

の構築 

中核機関のコーディネート機能の強化等を通じ

た連携・協力による地域づくりにより、権利擁護

支援の包括的・重層的な支援体制の構築を目指し

ます。 

権利擁護支援の地域連携 

ネットワークづくり 

本人を中心とした支援・活動における共通基盤

となる考え方として「権利擁護支援」を位置づけ、

地域連携ネットワークづくりを通じて、権利擁護

支援策の一層の充実を図ります。 

 取組項目② 中核機関の体制整備 

  これまで培ってきた相談、申立支援、受任調整、後見人へのバックアップ等の

各種機能やノウハウを十分に生かしながら、地域連携ネットワークにおける調整

役として、相談機能の充実、相談業務に携わる人材育成など、中核機関の更なる

体制及び機能の強化を図ります。 

No 取組項目 取組内容 

15 

中核機関の設置・運営 市とセンターが中核機関を設置し、連携を図り

ながら運営を行います。 

相談機能の強化及び人材の

育成 

市のふくし総合相談窓口等を一次相談窓口、 

センターを二次相談窓口と位置付け、相談員のス

キルアップと育成に取り組みます。 

受任調整機能の充実 受任調整会議を定期的に開催し、本人にとって

適切な後見人等が選任されるよう、マッチング機

能の更なる充実に努めます。 
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３町との連携体制の維持・

強化 

苫小牧市、厚真町、安平町及びむかわ町による

センターの広域設置体制の維持・強化のため、市

が事務局となって３町及びセンターとの調整役を

担います。 

 取組項目③ 成年後見制度の普及・啓発 

  権利擁護の必要な人を早期に発見し、相談や支援へつなげることの重要性や、

判断能力の程度に応じた保佐・補助の各類型による利用についても周知を行うな

ど、制度の理解や認知度の向上に取り組みます。 

No 取組項目 取組内容 

16 

成年後見制度の広報・周知 成年後見制度の概要や相談窓口の周知等、パン

フレットやホームページの内容について充実を図

ります。 

講演会等の開催 認知度の向上のため、市民を対象とした成年後

見制度についての講演会等を開催します。 

出前講座の実施 市民認知度の向上や地域での支援の必要性につ

いての理解を深めてもらうため、市民・団体等を

対象に出前講座を実施します。 

  取組項目④ 市民後見人の育成及び法人後見実施団体への支援 

   成年後見制度の需要増加に対応するため、市民後見人養成講座の開催を継続し､

受講者数の増加に取り組むとともに、市民後見人の担い手確保について検討を行

います。 

   また、法人後見実施団体へ補助金を交付することにより、地域における担い手

の活動を支援します。 

No 取組項目 取組内容 

17 

養成講座の実施方法等の 

検討 

養成講座のカリキュラム・開催回数・時期など

の見直しや受講しやすい環境や周知方法等につい

て検討し、受講者数の増加に取り組みます。 
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17 

市民後見人の周知啓発 認知度の向上のため、市民後見人の活動や事例

を紹介する等、周知方法の検討を行います。 

担い手確保の検討 市民後見人の担い手確保の方法について検討を

行います。 

法人後見実施団体への支援 市内で活動する法人後見実施団体へ補助金を交

付し、その活動を支援します。 

  取組項目⑤ 後見人の相談体制等の整備 

   市民後見人や親族後見人等が孤立することを防ぎ、適切かつ安定的な活動を行

うために相談等を受けられるサポート体制づくりを推進します。また、市民後見

人向けの研修や活動マニュアルの改訂を行いながら、後見人としての適正な対応

力の向上と不正防止に取り組みます。 

No 取組項目 取組内容 

18 

相談窓口の設置 裁判所への提出書類作成支援を含めた相談

窓口を設置し、市民後見人や親族後見人等の活

動が円滑に行われるよう支援します。 

フォローアップ研修の開催 市民後見人のスキル・対応力の向上や、不正

防止に関する研修を行います。 

活動マニュアルの改訂 必要に応じ、市民後見人の活動マニュアルを

改訂します。 

 取組項目⑥ 市町村長申立ての適切な実施と成年後見制度利用者への支援 

   身寄りのいない人や虐待事案等について、市町村長申立てを適切に実施し、権

利擁護支援へ繋げます。また、成年後見制度の利用にかかる費用負担が困難な方

に対し、報酬等の助成を行います。 

   さらに、日常生活自立支援事業利用者のうち成年後見制度への転換が望まし 

 いケースについて、移行支援に取り組みます。 
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No 取組項目 取組内容 

19 

市町村長申立ての適切な 

実施 

身寄りのいない人等への支援や虐待事案等にお

いて、市町村長申立ての活用を図り、権利擁護支

援につなげます。 

報酬等助成の実施 成年後見制度の利用にかかる費用負担の困難な

方に対し、後見報酬等の助成を実施します。 

日常生活自立支援事業利用

者の成年後見制度への移行

支援 

日常生活自立支援事業利用者のうち、成年後見

制度への転換が望ましいケースについて、スムー

ズな移行の支援を行います。 

評価指標 

区分 指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

中間見直し後 市民後見人受任件数 22件 98件 

当 初 計 画 市民後見人数 18人 40人 

取組方針⑥ 

虐待防止に向けた対応 

高齢者虐待、障がい者虐待、児童虐待、配偶者等からの暴力など、様々な虐待や 

暴力が社会問題となる中、これらを防止する取組が必要です。 

高齢者虐待防止ネットワーク委員会や要保護児童対策地域協議会等を開催し、相 

談窓口の周知、啓発及び早期発見等の対応や支援を進めます。 

 児童虐待防止に向け、子ども家庭総合支援拠点において、必要な実情把握、家庭 

等からの相談に応じ、調査、指導など必要な支援を行います。 

担当課 
介護福祉課/障がい福祉課/協働・男女平等参画室/こども

相談課/指導室 

No 取組項目 取組内容 担当課 

20 
高齢者虐待防止ネ

ットワークの構築 

高齢者虐待防止ネットワーク運営事業

に基づき、高齢者や養護者に対して支援

介護福祉課 

75



を行います。また、高齢者虐待防止への

幅広い周知に努めます。 

21 

自立支援協議会に

おけるケース会議

の開催 

実際のケースや地域の課題を情報共有

し、地域の実態や課題等の把握を行うこ

とにより、障がい者の地域生活を支援す

るため、ケース会議を開催します。 

障がい福祉課 

22 

児童虐待防止及び

ＤＶ被害者保護活

動事業 

児童虐待の早期発見・早期対応とし

て、要保護児童対策地域協議会の構成機

関と連携し、ネットワーク体制の充実を

図るとともに、育児不安や虐待の問題に

早期に対応するための相談・支援体制の

充実を図ります。 

また、配偶者等からの暴力により心身

の安全が脅かされ、緊急に保護を要する

方及びその子どもの相談を受けるととも

に、警察や民間シェルターなど関係機関

と連携しながら、被害者の保護支援を図

ります。 

協働・男女平

等参画室 

こども相談課 

23 

ＤＶ及びデートＤ

Ｖ防止啓発事業 

ＤＶを防止するため、男女平等参画週

間、女性に対する暴力をなくす運動期間

においての啓発を行うとともに、交際相

手からの暴力をなくすために、公共施設

へのリーフレットの設置や出前講座を関

係機関等と連携して実施します。 

協働・男女平

等参画室 

24 

民間シェルターへ

の支援 

ＤＶ等の被害女性及びその子どもの保

護や自立支援を行う民間シェルターを運

営する団体に対し支援を行い、連携しな

がら被害者支援の充実を図ります。 

協働・男女平

等参画室 

25 

いじめ・不登校対策 いじめ・不登校の問題解決のため、ス

クールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）を

学校に派遣し、担任と連携した児童生徒

や保護者への相談体制の充実を図りま

指導室 
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す。また、いじめの問題の解決や、学校

復帰などに向けた児童生徒の支援も行い

ます。 
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基本目標２ 共に支えあう地域づくり

全ての地域住民が地域福祉を我が事として捉え、また、福祉事業者、行政等、多様

な関係者が参画して地域の生活課題や活動に主体的に関わり、共に支えあう地域とす

るため、地域の活動拠点づくりへの支援や、地域福祉を担う人材の育成、地域福祉活

動の推進に取り組みます。 

地域住民一人ひとりが、地域福祉に関心を持ち、実際に地域の活動に参加しても 

らえるよう、各種講座の開催を通じて、地域を担う人づくりに取り組みます。 

 地域福祉拠点やサロン活動の中から、地域福祉のリーダーやキーパーソンとなる 

人材を発掘・育成していきます。 

取組方針⑦ 

福祉教育の推進 

町内会への関心が薄く、町内会活動が地域住民に届かない現状がある一方で、 

「誰かのために何かをしたい」と考える若者も増えています。子どもたちへ町内会 

に関する教育をするなど、若者が福祉に触れることは、地域社会の未来を考えるこ 

とであり、多様な人の生き方に触れ、自分にはどのような生き方の可能性があるの 

かを考えるきっかけづくりとなることから、社会で求められる視点を持った若者を 

育成していきます。 

担当課 青少年課/社会福祉協議会 

No 取組項目 取組内容 担当課 

26 
リーダー養成事業 地域の子どもリーダーを養成するた

め、各種研修事業を推進します。 

青少年課 

27 

福祉学習推進事業 小・中・高で行う「総合的な学習の時

間」への協力や地域活動における住民参

加型行事において、青少年や市民の福祉

学習の推進を図ります。 

社会福祉協議会 

施策３ 地域を担う人づくり 
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評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

リーダー養成事業登録者数 200 人 200 人 

福祉学習開催数 21校 

150 学級 

24校 

150 学級 

取組方針⑧ 

新たな担い手の発掘・育成

福祉に関する講習会や講座等を通じて、地域に暮らす全ての人が、地域から支え 

られる存在であると同時に、地域を支える重要な一員であるという意識を持てるよ 

うに、若者世代にも焦点を当て、地域活動の担い手となる人材を育成します。 

地域を担うことのできる人づくりのため、人材の掘り起こしを図るほか、認知症 

サポーターやボランティア体験を通じて、主体的に活動する人材の育成を推進しま 

す。 

担当課 介護福祉課/市民生活課/社会福祉協議会 

No 取組項目 取組内容 担当課 

28 

認知症サポーター

養成関連事業 

認知症に対する家族や地域の理解が得

られるよう、引き続き認知症サポーター

及びＫＩＤＳサポーターの養成を充実・

強化します。 

介護福祉課 

29 

現役世代の町内会

加入推進 

町内会との関係性が希薄になりがちな

企業や共同住宅の入居者に対し、町内会

への理解を深めることで、若年世帯の加

入を促します。 

市民生活課 

30 

福祉人材バンク事業 福祉施設や介護事業所に就職を希望す

る求職者と福祉職を求める事業所からの

相談に応じ、登録を行い、紹介・斡旋を

します。また、福祉職場説明会やマンパ

ワーの養成事業を行います。 

社会福祉協議会 
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評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

認知症サポーター数（累計） 24,355 人 42,000 人 

福祉人材バンク事業における求職数・

求人数・マッチング成功数 

求職 118人 

求人 241人 

マッチング成功 

13件 

求職 130人 

求人 250人 

マッチング成功 

20件 

取組方針⑨ 

ボランティア活動の推進と支援

多様化する福祉ニーズを把握し、個々に合わせたボランティア活動の情報提供・ 

需要調整機能の充実などを行うとともに、ボランティア養成のための様々な講習会

などを開催し、自主性を尊重した発掘・養成に努めます。 

地域貢献や社会貢献活動への機運の高まりにあわせ、大学や民間企業等へ働きか 

け、協働事業の実施や協定等を活用して、高度な専門的知見の地域への還元、学生 

や社員の地域福祉活動への参加を促進していきます。

担当課 介護福祉課/総合福祉課/社会福祉協議会/生涯学習課 

No 取組項目 取組内容 担当課 

31 

介護支援いきいき

ポイント事業 

高齢世代の方々がいきいきと地域の中

で活躍の場を広げるため、介護支援ボラ

ンティア活動を通じて介護予防を推進す

るとともに、要介護・要支援高齢者に対

する主体的な地域支え合い活動を育成・

支援するため事業を実施します。 

介護福祉課 

32 

雪かきボランティ

ア事業 

ボランティア精神の育成と互助の推進

の観点から、高齢等の理由により自ら除

雪を行うことが困難で、他の支援も見込

めない世帯及び地域での除雪が困難な通

学路等を対象に、ボランティアの協力を

得て、除雪の支援を行います。 

総合福祉課 
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33 

ボランティアセン

ター機能の充実 

ボランティア活動を推進していくた

め、地域で潜在化しているニーズの把握

とボランティアの需給調整を行い、各研

修会を開催し地域資源（マンパワー）の

発掘と養成を行います。また、ボランテ

ィアセンター運営委員会を開催し、各関

係機関との連携やボランティアセンター

の体制・機能の充実強化を図ります。 

社会福祉協議会 

34 

障がい者のための

パソコンボランテ

ィア体験講習会 

障がい者のＩＣＴ機器の利用を広げる

ため、パソコン等の操作を支援するボラ

ンティアの育成を支援します。 

生涯学習課 

35 

市民ボランティア

講座 

市民の「福祉のまちづくり」への参加

を促進するため、地域で潜在化している

マンパワーの発掘やボランティア活動へ

のきっかけづくりとして講座を開催しま

す。また、講座等が終了した後のフォロ

ーアップ体制を作っていきます。 

社会福祉協議会 

評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

介護支援いきいきポイント事業活動延人数 2,300 人 3,250 人 

雪かきボランティア登録

者数 

中間見直し後 519人 570 人 

当 初 計 画 519人 555 人 

市民ボランティア講座参加者数 81人 100 人 
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民生委員・児童委員などの地域における見守り活動、町内会活動、地域の防災 

活動等、支えあい活動を通じて、地域のつながりの大切さを認識し、地域課題の 

解決に向けて地域住民が主体的に地域福祉活動を生み出す拠点づくりを進めます。 

 サロン等の活動場所で実施する介護予防や健康プログラムなどの高齢者の健康 

支援、多世代が参加できる各種イベントを充実させ、子どもから高齢者まで世代 

間の交流を促進します。 

取組方針⑩  

福祉コミュニティの拠点や多様な居場所づくり 

住民同士のつながりの希薄化が進み、社会的孤立が広がることは、閉じこもり 

 や生活困窮、虐待などにつながるため、身近な場所で気軽に過ごせる居場所づく 

りを進めていきます。 

身近な地域の居場所やサロン等の活動場所で実施する介護予防や健康プログラ 

 ムなどの高齢者の健康支援、多世代が参加できる各種イベントを充実させ、子ど 

もから高齢者まで世代間の交流を促進していく、共生型地域福祉拠点を設置しま 

す。 

担当課 
未来創造戦略室/こども育成課/空港政策課/総合福祉課/社

会福祉協議会 

No 取組項目 取組内容 担当課 

36 

苫小牧駅周辺ビ

ジョン 

少子高齢社会に対応可能な持続可能

なまちづくりのため、未来のまちづく

りの担い手である、若者、子育て世代

とともに日常的なにぎわいの創出に努

め、ココトマやまちなか交流館といっ

た集いの拠点施設や商店街との連携、

ネットワークによる人の流れづくりに

取り組みます。 

未来創造戦略

室 

施策４ 地域福祉活動の推進 
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37 

異年齢児・世代

間交流事業 

園児と地域の児童や高齢者が地域行

事などを通じて共同活動を行ったり、

伝承遊びを行ったりするなどの交流活

動を促進することにより、町内会や未

就園児との関りを深め、地域の子育て

支援活動の充実を図ります。 

こども育成課 

38 

共生型地域福祉

拠点 

高齢者や障がいのある方、子どもな

どが集い交流して、互いに支えあいな

がら安心して生活することができる地

域福祉拠点を整備します。 

空港政策課 

総合福祉課 

39 

ふれあいサロン

の推進 

地域における憩いの場である従来の

ふれあいサロンを推進しながら高齢

者・障がい者・子どもなど、世代や制

度分野を超えて、地域住民が相互に交

流を図ることができる様々なかたちの

居場所づくりを支援します。 

社会福祉協議会 

評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

異年齢児・世代間交流事業における実施園数 27 園 39 園 

ふれあいサロン数 68 か所 83 か所 
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取組方針⑪  

地域の防災活動の推進 

災害時に配慮が必要な「要配慮者」のうち、自力での避難が難しく第三者の手 

助けが必要な要介護者や障がい者などの避難行動要支援者を支援するため、名簿

を作成するなど、町内会や自主防災組織、民生委員などが地域ぐるみで支えあう

体制を構築します。 

災害時の地域における自助と共助を強化する自主防災組織の役割は大きく、組 

 織育成のための防災講座等を開催し、地域防災力の向上を図ります。 

担当課 危機管理室/社会福祉協議会 

No 取組項目 取組内容 担当課 

40 

要支援者名簿協

力町内会の拡大

に向けた説明会 

自主防災組織を育成するとともに、一

人暮らしの高齢者や障がい者などに対す

る避難行動要支援者支援対策を推進しま

す。 

危機管理室 

41 

自主防災組織へ

の活動支援 

地域における「自助」と「共助」を強

化する自主防災組織の役割は大きく、組

織育成のための防災講座等の開催や自主

防災組織が行う防災活動に対して助成金

を交付するなど、地域防災力の向上を図

ります。 

危機管理室 

42 

苫小牧市民防災

講座実施 

防災関係機関相互の情報の共有化と、

地域住民への防災情報の提供及び防災に

関する出前講座を実施します。 

危機管理室 

43 

災害ボランティ

ア登録者研修会 

災害時に災害ボランティアセンターを

円滑に立ち上げ、運営できるよう設置・

運営マニュアルを随時見直します。 

また、平常時より災害に対する防災・

減災の意識を高揚するため、苫小牧市と

連携・協議しながら職員や地域住民向け

の講習会等を開催します。 

社会福祉協議会 
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評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

避難行動要支援者協定 

締結町内会数 

中間見直し後 43 町内会 60 町内会 

当 初 計 画 43 町内会 50 町内会 

自主防災組織世帯カバ

ー率 

中間見直し後 90.08% 96.00% 

当 初 計 画 90.08% 91.00% 

防災出前講座 開催数 45 回 50 回 

災害ボランティア登録者研修会におけ

る講習会参加者数 

登録者研修 78 名

初心者研修 40 名 

登録者研修 80 名

初心者研修 40 名 

コラム④

「民生委員・児童委員」 
民生委員児童委員は、地域住民の立場にたって地域の福祉を担うボ

ランティアです。民生委員法及び児童福祉法に基づき、厚生労働大臣
から委嘱された非常勤の公務員で、全国で約２３万人の民生委員が活
動しております。本市では定数３６０名の民生委員が、２０地区の協
議会を組織して活動しています。 
担当する区域において高齢者等の安否確認や見守り、子どもたちへ

の声かけなどを行っており、介護の悩みや子育ての不安、生活上の心
配ごとなど、多岐に渡って様々な相談に応じています。民生委員児童
委員には法に基づく守秘義務があり、相談内容の秘密は守られるた
め、安心して相談できます。 
また、相談内容に応じて、行政や地域の専門機関へと繋げる「つな

ぎ役」としての役割を果たしており、地域福祉推進の重要な担い手と
なっています。 

民生委員・児童委員のマーク 

昭和 35 年に公募で選ばれたもので、幸せのめばえを示す四つ葉
のクローバーをバックに、民生委員の「み」の文字と児童委員を示
す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉
仕を表しています。 
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取組方針⑫  

地域支えあいの機能の充実 

「見守り・声掛け・身近な相談・集い語らう」を地域づくりの基本として、高齢

者・障がい者・子どもなど様々な福祉ニーズについて早期発見・早期対応につなげ

ます。 

地域住民の個別ニーズについて、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）に

よる実践活動で解決するだけではなく、近隣住民を巻き込んだコーディネートや隙

間のニーズにも対応する地域づくりに向けた地域支援の強化を図ります。 

地域を支える企業や事業者、関係機関等の協力を得て、重層的で漏れのない見守り

を行うネットワークを築き、安心して暮らすことのできる地域づくりを推進します。 

担当課 総合福祉課/社会福祉協議会 

No 取組項目 取組内容 担当課 

44 

高齢者等見守り活

動事業 

登録した協力事業所が、日常業務の中

で高齢者等の異変を感じたり相談を受け

たりした場合、その情報をもとに市が関

係機関と連携することにより、必要な支

援や継続的な見守りにつなげます。 

総合福祉課 

45 

コミュニティソー

シャルワーカー

（ＣＳＷ）の増員 

制度の狭間にある方や、複合的に課題

を抱える方、また課題を抱えながらも支

援を拒否する方などが地域で自立した生

活を送ることができるよう総合的に相談

を受けて支援を行うため、コミュニティ

ソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の設置を

進めます。 

社会福祉協議会 

46 

各地域における支

えあいの成功事例

の周知・啓発 

各地域における支援の参考として活用

していただくため、地域住民による支え

あいや、新型コロナウイルス感染症拡大

の影響等における取組事例などについて

も周知を行います。 

社会福祉協議会 
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評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

高齢者等見守り活動登録事業者数 135 事業所 153 事業所 

コミュニティソーシャルワ

ーカー(ＣＳＷ)相談件数 

中間見直し後 14件 100 件 

当 初 計 画 14件 30件 

コラム⑤

「基幹相談支援センター」 
苫小牧市基幹相談支援センターは、地域における障がい者相談支援施設
や団体の中核的な役割を担う拠点機関として、平成25年度に設置されま
した。 
障がい者の福祉ニーズは、年々多様化・増大化しております。住み慣れ
た地域で、自分らしくいきいきと生活を送るためには、「どこで」「誰
と」「どんなふうに」暮らしていきたいかという「生き方」を自分自身が
選び、それを実現できるように、地域社会全体で応援していくことが大切
です。 
本市では、事業の一部を委託している法人と一体となり、社会福祉士や
精神保健福祉士などの専門相談員が、日々本人や家族等からのお話をお聞
きし、地域の相談支援事業所や病院、学校などの各機関と連携し、ニーズ
に合った情報提供のほか、総合的・専門的な相談支援に取り組んでいま
す。 
このほか、地域連携のためのネットワークづくりや、長期的な入院・入
所からの地域移行・地域定着の支援、権利擁護や障害者虐待の防止に関す
る取組などが、総合相談・専門相談とともに、基幹相談支援センターが担
う４本柱となっております。 
どうぞお気軽にご相談ください。 
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基本目標３ 誰もが安心して暮らせる環境づくり

市民一人ひとりが、住み慣れた地域でいきいきと健康で暮らすことのできる地域

とするため、自殺防止・再犯防止に向けて関係の支援者・団体との連携した取組や､ 

道路・建築物等における物理的なバリア、情報障害者といわれる視覚障害者・聴覚

障害者等における情報面でのバリア、障がいのある方が社会参加する時における意

識上のバリアなどを取り除き、バリアフリーに向けた福祉のまちづくりを推進しま

す。

近年、高齢者、障がい者が詐欺被害や悪質商法にあう事例も増えており、犯罪を 

未然に防ぐ取組や関係機関と連携・協働した取組により、安心して暮らすことので

きる地域づくりを目指します。 

 また、自殺防止に向けて、身近な市民一人ひとりが、早期に気づき、傾聴し、適 

切な対応をとるほか、医療・福祉・教育等の関係機関が、より強力に連携して「生 

きることの包括的な支援」を行います。

取組方針⑬  

自殺防止に向けた取組 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、背景には、精神保健上の問題だ

けではなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめなど様々な要因があること

が知られています。このため、身近な市民一人ひとりが、早期に気づき、話を聴き、

適切な対応をとるほか、保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関が、より強力

に連携して「生きることの包括的な支援」を行います。 

担当課 健康支援課 

No 取組項目 取組内容 担当課 

47 
実務者ネットワー

ク会議 

医療、保健、生活、教育、労働等に関

する相談等、関係機関の実務者ネットワ

健康支援課 

施策５ 安心して暮らせる地域づくり 
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ークを形成し、苫小牧市の現状や課題を

共有します。 

48 

ゲートキーパー養

成講座 

市民や企業等を対象に、悩んでいる人

に気づき、声をかけ、傾聴し、必要な支

援につなげて見守るゲートキーパーを育

成します。 

健康支援課 

49 
こころの健康相談 保健師がこころに悩みを抱える市民や

その家族からの相談に応じます。 

健康支援課 

評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

実務者ネットワーク会議開催回数 1回 年 1回以上 

ゲートキーパー養成講座総登録者数 1,620 人 2,420 人 

こころの健康相談の開催 相談日：年1回 

随時相談件数 
相談日：年12回 

取組方針⑭  

再犯防止に向けた取組の推進 

誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、関係機関・団体と連携し防犯啓発事 

業を推進するとともに、子どもを犯罪などの被害から守るための活動を推進します。 

また、罪を犯した人が、自らの罪を悔い改め、犯罪や非行を繰り返すことなく、 

再び社会を構成する一員になれるよう、再犯防止に向けて更生保護関係の支援者・

団体と民生委員児童委員や社会福祉協議会等との連携を図ります。 

担当課 青少年課/市民生活課/総合福祉課 

No 取組項目 取組内容 担当課 

50 

巡回活動事業 巡回活動を通して非行の実態を把握

し、非行の未然防止・早期発見・早期指

導のための活動を推進します。 

青少年課 
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51 

防犯・再犯防止啓

発事業の推進 

関係機関・団体と連携し、地域ぐるみ

で被害の未然防止に向けた啓発活動を実

施します。 

市民生活課 

52 

社会を明るくする

運動の実施 

更生保護に携わる団体、民生委員・児

童委員、青少年に携わる団体、警察、教

育委員会等と緊密に連携しつつ、毎年7

月の強化月間を中心に、犯罪や非行をし

た人たちの更生について理解を深め、犯

罪や非行のない地域社会を築くため「社

会を明るくする運動」を各関係機関とと

もに進めてまいります。 

青少年課 

53 

再犯防止に向けた

福祉的支援 

犯罪者等について、状況に応じて生活

困窮者自立支援制度による福祉的支援を

実施します。 

また、保護司会などの更生保護関係団

体との連携に取り組みます。 

総合福祉課 

評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

巡回体制 街頭巡回 

年間 680回 
巡回体制を維持します。 

取組方針⑮  

交通安全対策、移動手段の確保 

高齢化の進展に伴い、自家用車に依存しない環境整備はますます重要な課題と 

 なっています。 

 高齢者の移動手段としては、バス、タクシーなどの公共交通機関が基本的に重要 

な役割を担っており、本市においても、公共交通機関の維持のために一定の支援を

行っております。今後も、きめ細かなサービスの充実等に向けた努力が必要となり

ますが、他方で、歩行距離の制約などの高齢者の生活実態や、公共交通機関の現状
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を考えますと、公共交通を補完するボランティア団体の活動や地域の助けあいの中

で高齢者のための移動手段を確保していくことも、今後重要性が増すものと考えら

れます。 

公共交通を補完するボランティア団体の活動や地域共助の考え方に基づく輸送等 

の移動手段の確保にあたり検討を行っていきます。 

担当課 市民生活課/まちづくり推進課 

No 取組項目 取組内容 担当課 

54 

交通安全教室 子どもから高齢者までの幅広い年齢層

を対象に、参加型の交通安全教室を実施

し、交通ルールとマナーの向上を図り、

安全で安心な環境づくりに努めます。 

市民生活課 

55 

交通手段の確保 利用者ニーズに対応した公共交通サー

ビスを提供するため、デマンド型コミュ

ニティバスを引き続き運行します。 

まちづくり 

推進課 

56 

移動手段の確保 「苫小牧市地域公共交通計画」を策定

し、将来に向けて持続可能な公共交通ネ

ットワークの形成を図り、地域の移動手

段の確保に努めます。 

まちづくり 

推進課 

評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

交通安全教室開催数 321 回 320 回 

デマンド型コミュニティバス利

用者数 

樽前ハッピー号 

17,665 人 

とこバス  

2,771 人 

樽前ハッピー号 

18,000 人 

とこバス 

2,800 人 
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障がいのある人もない人も、全ての人が安全に生活できるよう、住まいから公共 

施設の構造上のバリア、偏見などの意識上のバリア、その他日常生活又は社会生活

における様々なバリアを取り除き、暮らしやすいまちづくりを進めます。 

また、必要とする情報に簡単にたどりつけ、手軽に利用できるよう、情報アクセ 

シビリティの強化を図ります。

取組方針⑯  

バリアフリーの推進 

公共施設などでは、エレベーターの設置や段差解消のためにスロープをつけるな 

どバリアフリー化を進めるとともに、車椅子利用者に対応した住宅や、ユニバーサ

ルデザインを採用した誰でも住みやすい住宅の供給に努めます。段差解消などのバ

リアフリー化を促進します。 

担当課 障がい福祉課/住宅課/道路建設課/緑地公園課/建築指導課 

No 取組項目 取組内容 担当課 

57 

福祉トイレカー事業 障がいのある人や高齢者などの車椅子利

用者が外出時のトイレ確保に大きな悩みを

抱えていることを背景に製作した、車椅子

利用者でも利用できる装備を有した公用車

両（福祉トイレカー）の管理運営を行いま

す。 

障がい福祉課 

58 

手話通訳者派遣事業 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害

のため意思疎通を図ることに支障がある障

害者とその他の者の意思疎通を円滑にする

ため、手話通訳者を派遣します。 

障がい福祉課

施策６ 福祉のまちづくりの推進 
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59 

バリアフリー化事業 障がいの有無に関わらず、全ての人が安

全で安心して生活できるよう、バリアフリ

ー環境の整備を推進します。 

障がい福祉課

60 

あいサポート運動 様々な障がい特性を理解し、サポートの

ノウハウを学ぶことで、障がいのある人が

困っている時に手助けや配慮を実践するあ

いサポーターを育成します。 

障がい福祉課

61 

公共施設バリアフ

リー化  

・市営住宅の建設にあたっては、エレベー

ターの設置などバリアフリー化を進めると

ともに、車椅子利用者に対応した住宅や、

ユニバーサルデザインを採用した誰でも住

みやすい住宅の供給に努めます。 

・幹線道路や苫小牧市バリアフリー基本構

想に基づく特定道路において、点字ブロッ

クの設置や通行に支障となる段差、急勾配

の解消など、安全・安心に配慮した道路整

備を推進します。 

・苫小牧市バリアフリー基本構想に基づく

特定公園や利用頻度が多い近隣公園などの

出入口・トイレ等の改修を行い、安全・安

心に配慮した公園整備を推進します。 

・公共的施設基準の審査、適合証を交付し

ます。 

住宅課 

道路建設課 

緑地公園課 

建築指導課 

評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

福祉トイレカー出動回数 37回 45回 

手話通訳者派遣件数 54件 60件 

バリアフリー化事業における合理的配慮

の提供を支援する助成件数 
3件 6件 
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あいサポーター数（累計） 1,425 人 6,000 人 

市営住宅バリアフリー化住戸数（累計） 192 戸 480 戸 

バリアフリー化公園数（累計） 142 か所 157 か所 

取組方針⑰  

情報アクセシビリティの確保 

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報機器の普及など、情報提供の手法の幅が 

広がる中、障がいの有無にかかわらず、誰もがいつでも必要とする情報に簡単にた 

どりつけ、手軽に利用できるよう、情報アクセシビリティの強化を図ります。 

市が発信する情報について、受け手の状況にかかわらず必要とする人に適切な情 

報が伝わるよう、情報発信の手段や方法等について検討していきます。 

 コロナ禍における研修会や講習会でのオンライン・ツールの活用が図られたよう 

に、様々な媒体の利用も含め、動画での字幕挿入や文字サイズなどに配慮して、伝 

わりやすい福祉の情報発信を目指します。 

担当課 障がい福祉課/社会福祉協議会/総合福祉課 

No 取組項目 取組内容 担当課 

62 

情報アクセシビリ

ティの向上 

ホームページをはじめ、公共施設に

おける電光表示や音声放送の適切な整

備、ひらがなや絵記号等によるわかり

やすい表記など、ユニバーサルデザイ

ンの普及を進め、障がい特性に配慮し

た情報提供に努めます。 

障がい福祉課 

63 

社協だよりなど周

知方法の強化 

社会福祉協議会の取組や地域福祉活

動等において情報発信し、より多くの

住民に地域福祉への関心を持っていた

だける紙面づくりを目指します。 

（No6再掲）

社会福祉協議会 

64 
アクセスしやすい

情報配信 

ふくし情報について、誰もがいつで

も情報に簡単にたどりつけ手軽に利用

総合福祉課 
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できるよう、動画共有サービス等によ

り配信します。 

コラム⑥

「あいサポート運動」 
同じ街に暮らす、たくさんの人々。 
その中には、暮らしの中で誰かの助けを必要とする人も数多くいます。 
たとえばお体や精神になんらかの障がいのある人・・・。 
障がいをお持ちでも、日常の何気ない場面で、誰かのちょっとした思いや
りや手助けがあれば、今よりもいきいきと暮らすことができます。 
あいサポート運動は、様々な障がいの特性を理解し、障がいのある人に温
かく接するとともに、障がいのある人が困っているときに「ちょっとした手
助け」を行うことにより、誰もが暮らしやすい地域共生社会を実現させるこ
とを目的に、鳥取県がスタートさせた運動です。 
本市では、平成３０年１０月に鳥取県と協定を結び、受講された方には、
あいサポーターとなっていただけるよう、あいサポーター研修の実施に取り
組んでいます。 
市職員はもとより、地域住民や企業の皆様、学校 
の児童生徒の皆様など、すでに１,６００人以上の 
あいサポーターが誕生しております。 

あなたも「あいサポート運動」に参加してみませ 
んか。 
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若者、障がい者、生活困窮者が利用できる短時間就労、就労体験の場、退職高 

齢者にとっての新たな活躍の場など、福祉分野、雇用分野の既存事業にとらわれ 

ず、地域課題の解決に向けた社会的価値を生み出し、様々な機関・地域丸ごとの

つながりを構築していきます。 

取組方針⑱  

雇用の安定・拡大と人材確保・育成 

福祉政策と雇用政策の両面から、社会参加へ関わる人材の育成を促進していき 

 ます。 

農水産業での高齢化による担い手も不足しており深刻な状況です。農福連携を

通じて若者・高齢者・障がい者や生活困窮者に活躍の場をひろげるためにも、雇

用を促進したい福祉施設とのマッチングなどを推進していきます。 

担当課 介護福祉課/農業水産振興課/総合福祉課/工業・雇用振興課 

No 取組項目 取組内容 担当課 

65 

介護職員就業支

援事業 

介護就業希望者と事業所とのマッチン

グ及び介護技能向上のための研修に対す

る助成を行うことにより、介護事業所へ

の長期定着を促進し、介護人材不足の改

善を図ります。 

 また、外国人材の活用に向けた調査・

検討を行うなど、介護人材の不足を補う

ための多様な方策について検討を進めま

す。 

介護福祉課 

66 

農福連携の取組 若者・高齢者・生活困窮者や障がい者

が農業分野で活躍することを推進しま

す。 

農業水産振興課 

総合福祉課 

施策７ 地域丸ごとのつながり 
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67 

就業支援事業 安定した雇用確保のため、若者や女性

の人材育成と雇用機会のサポートなどの

取組を行います。 

市が運営する無料就職マッチングサイ

トを通じ、求職者と市内企業の就職促進

と人材確保を図ります。 

工業・雇用振

興課 

評価指標 

指標 基準値（R1） 目標値（R8） 

農福連携農家数 － 1 戸 

コラム⑦

「生活支援コーディネーター」 
 「生活支援コーディネーター」とは、高齢者が住み慣れた地域で
自分らしく暮らしていくことができるように、生活の困りごとの発
見と、地域の支えあいづくりを支援し、解決に向けた働きかけを行
う人のことで、別名を「地域支えあい推進員」といいます。 
 具体的には、社会資源（各地域で行われるサロンや見守り活動、
生活支援に関するサービスなど）の把握と創出、サービスの担い手
（元気な高齢者やボランティア活動をしたい方など）の発掘と養
成、地域のネットワーク構築（地域組織、ＮＰＯ、社会福祉法人、
地域の企業などによる情報共有や連携の体制づくり）、地域の困り
ごととサービスのマッチングなどを行います。このような活動を通
して、人と地域をつなぎ、地域の人たちと一緒に考えながら、日常
生活上の支援体制が充実し、高齢者が社会参加できるまちづくりに
取り組んでいきます。 
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取組方針⑲  

地域における人と資源の循環 

人口減少を背景に、事業者や社会貢献活動における人材や後継者が不足しており、

地域での様々な課題が表出しております。しかしそれは同時に、高齢者、障がい者

や生活困窮者などの就労・活躍の機会を提供する資源でもあります。地域の元気な

高齢者等が担い手として主体的に活躍できる機会を確保し、福祉分野を超えて人と

資源がつながり、地域に「循環」を生み出せるまちを推進します。 

担当課 工業・雇用振興課/社会福祉協議会 

No 取組項目 取組内容 担当課 

68 

採用力・魅力創造

支援事業 

若者・女性・高齢者など働き方の多様

化に合わせた、誰もが働きやすい職場づ

くりに取り組む市内企業を支援します。 

工業・雇用振

興課 

69 

シニア層の社会参加 シニア層（定年退職者含む）がいきい

きと暮らし、地域活動へ参加してもらえ

るよう、シニア向けの社会参加のための

講座を企画します。 

社会福祉協議会 
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第５章 
地域福祉活動を推進する基盤
づくり

１ 社会福祉協議会「第６期地域福祉実践

計画」との連携 

２ 計画の進行管理と検証体制 
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第５章 地域福祉活動を推進する基盤づくり 

１ 社会福祉協議会「第 6期地域福祉実践計画」との連携 

苫小牧市社会福祉協議会は、昭和 27(1952)年に本市の社会福祉事業関係者と地域

住民が協力して地域福祉の増進を図ることを目的に設立されました。昭和 43(1968)

年には、社会福祉法人の認可を受け、地域福祉の中核として各種福祉事業を実施し

ています。 

  本市の地域福祉計画は、地域福祉推進のための施策や地域住民の地域福祉活動へ 

の参加を促す理念と仕組みづくりを示した計画である一方、苫小牧市社会福祉協議 

会の地域福祉実践計画は、地域福祉の推進を実行するため、社会福祉協議会が町内 

会や民生委員・児童委員、老人クラブといった関係機関やボランティア、市民活動 

団体との活動を定める計画です。本市の地域福祉計画と一体的に策定することによ 

り、それぞれの役割が明確になり、協働・実行性が高まります。 

第 6 期地域福祉実践計画 

ともに支えあい、みんなの笑顔が見えるまちづくり 

１安心して暮らせる 

支援体制づくり 

（ひと） 

１.全ての市民が自立し安心して暮らせる環境づくり 

【基本目標】 【重点目標】 

２.市民に求められる相談支援体制の確立 

２笑顔あふれる地域づくり 

（ちいき） 

３.市民と協働した地域づくり 

４.地域力を生かした支援体制の確立 

３地域から信頼される 

社協づくり 

（まち） 

５.情報提供体制の充実 

６.地域を支える社協運営の強化 

７.市民に親しまれる拠点づくり 
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地域福祉計画と地域福祉実践計画の連携 
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２ 計画の進行管理と検証体制 

本計画を効果的かつ継続的に推進していくため「苫小牧市地域福祉計画推進委員会」

を設置し、本計画の進捗状況の評価について、御意見をいただきながら進捗管理を行

います。

地域福祉計画の進捗管理 

地域福祉計画 進捗管理 
地域福祉計画推進委員会 

進捗状況の評価 

Action 

Plan 

Do 

Check 

PDCA
サイクル 

計画（Plan）
市の現状を踏まえ、市民ニーズにあった

施策を設定し、達成に向けて取り組みま

す。 

実行（Do） 
計画にもとづき活動を実施します。 

評価（Check） 
定期的に進捗状況を把握し、評価を行い

御意見をいただきます。 

見直し（Action） 
必要があると認めるときは、計画期間の

中間年（３年目）で一部見直しを行いま

す。

苫小牧市 
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資

料

編 

１ 計画作成過程 

２ 苫小牧市地域福祉計画推進委員会設置要綱 

３ 苫小牧市地域福祉計画推進委員会委員名簿 

４ 苫小牧市地域福祉計画庁内推進会議設置要綱 

５ とまこまい成年後見支援センター運営協議会設置要綱 

６ とまこまい成年後見支援センター運営協議会委員名簿 

７ 持続可能な開発目標（SDGS ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｼﾞｰｽﾞ）
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１ 計画作成過程 

年月日 内容 

平成29年 12月 20日（水） 第 1回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

平成 30 年 9 月 25 日（火） 第 2回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

平成 31 年 2 月 18 日（月） 第 3回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

令和元年 6月 12 日（水） 第 4回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

令和元年 6月 12 日（水） 〇基調講演「今後の地域福祉のあり方～全国の先進地域

から学ぶ～」 

北星学園大学 社会福祉学部 

福祉計画学科 教授 岡田 直人氏 

令和元年 7月１日（月） 

から 

令和元年 7月 31 日（水） 

まで 

市民意識調査 

令和元年８月 27 日（火） 第 1回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

令和元年 9月 20 日（金） 苫小牧市の共生社会を考える地域福祉セミナー 

〇基調講演「地域共生社会について～他分野との連携～」 

社会福祉法人ゆうゆう 理事長 大原 裕介氏 

〇グループワーク「地域住民が主体のまちづくり」 
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年月日 内容 

令和元年 10 月 31 日（木） 第 5回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

令和元年 11 月 21 日(木) 第 2 回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

令和元年 11 月 30 日(土) 苫小牧市の共生社会を考えるシンポジウム 

〇基調講演「治さない医者～非援助の援助～」 

医療法人薪水浦河ひがし町診療所  

院長 川村 敏明 氏 

〇シンポジウム 

～いま「社会的孤立」にヨコグシを～ 

コーディネーター    

一般社団法人釧路社会的企業創造協議会  

副代表 櫛部 武俊 氏 

シンポジスト 

髙田法律事務所  弁護士 髙田 耕平 氏 

苫小牧地域生活支援センター  

センター長 園田 亜矢 氏 

山手地域包括支援センター  

社会福祉士 加藤 侑大 氏 

令和元年 12 月 18 日(水)

から 

令和2年1月26日(日)ま

で 

地域懇談会（8か所） 

桜坂ふれあいサロン（しらかば）/苫社協ふれあいサロ

ン/サロンふれあいひろば（東）/おしゃべりサロン（明

野）/ふれ愛サロンほっとタイム（西）/ふれあいみやま

（山手）/ふれあいサロン（中央）/ふれあいサロン青葉

（南） 

令和２年 1月 30 日（木） 第 3回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

令和２年 4月 24 日（金） 第 6回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画骨子の検討 

令和 2 年 7月 27 日(月) 第 4 回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

令和２年 8月 6日（木） 第 1回苫小牧市地域福祉計画庁内推進会議 取組方針の説明 

令和 2 年 11 月 12 日（木） 第 5回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 権利擁護について 

令和２年 11 月 16 日(月) 第 7 回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画素案の検討 

令和３年 2月 19 日（金） 第 8回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 

第 6回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 

パブリックコメント報

告 

令和３年 7月 14 日（水） 第７回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 権利擁護について 
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年月日 内容 

令和４年 2月 14 日（月） 第１回苫小牧市成年後見支援センター運営協議会 成年後見支援センター

広域設置について 

令和４年 7月 21 日（金） 第２回とまこまい成年後見支援センター運営協議会 権利擁護について 

令和４年 11 月 18 日（金） 第 1回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画の進捗状況 

令和 5 年 2月 10 日（金） 第３回とまこまい成年後見支援センター運営協議会 権利擁護について 

令和 5 年３月 23 日（木） 第２回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画の中間見直しにつ

いて 

令和 5 年 3月 23 日（木） 〇基調講演「市民主導の地域共生社会を目指して」 

北海道医療大学  

名誉教授および特任教授 向谷地 生良 氏 

令和 5 年 7月 27 日（木） 第４回とまこまい成年後見支援センター運営協議会 成年後見制度利用促進

基本計画の中間見直し

について 

令和 5 年 8月 29 日（火） 第３回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 計画の中間見直しにつ

いて 

令和 5 年 11 月 28 日（火） 第４回苫小牧市地域福祉計画推進委員会 中間見直しの概略につ

いて 

令和 5 年 12 月 13 日（水） 住民説明会 

令和 6 年 2月 13 日（火）

通知 

第５回苫小牧市地域福祉計画推進委員へ文書報告 パブリックコメント結

果について 

令和 6 年 2月 29 日（木） 第１回とまこまい成年後見支援センター運営協議会 パブリックコメント結

果について 
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２ 苫小牧市地域福祉計画推進委員会設置要綱  

（趣旨） 

第１条 苫小牧市は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する市町村 

地域福祉計画として策定した苫小牧市地域福祉計画（以下｢地域福祉計画｣という。）を推進 

するにあたり、広く市民から意見を求めるため、苫小牧市地域福祉計画推進委員会（以下 

｢推進委員会｣という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 推進委員会は、次に掲げる事項を所掌する。  

(1) 地域福祉計画の進捗状況の評価及び施策の推進に関する事項 

(2) 地域福祉計画の見直しに関する事項 

(3) その他地域福祉計画の推進に必要な事項 

（構成） 

第３条 推進委員会は、委員２０名以内をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学職経験者 

(2) 福祉関係団体、その他市民団体等の代表者の推薦を受けた者 

(3) 苫小牧市社会福祉協議会の代表者の推薦を受けた者 

(4) 公募により選考された者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年以内とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 推進委員会に委員長１名及び副委員長を１名置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 推進委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが 

できる。 
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（事務局） 

第７条 推進委員会の事務局は、福祉部総合福祉課に置く。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定 

める。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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３ 苫小牧市地域福祉計画推進委員会委員名簿 

委嘱期間：令和 4年 11月 18 日～令和 6年 3月 31 日  令和５年 11月 28 日時点

No 氏  名 団体名等 

1 山口 進 苫小牧地域精神障害者支援事業協議会 

2 江尾 清 苫小牧身体障がい者福祉連合会 

3 郡司 靖治 苫小牧市社会福祉施設連絡協議会 

4 松本 和久 苫小牧市地域包括支援センター連絡協議会 

5 八嶋 麻紀 苫小牧市法人保育園協議会 

6 伴辺 久子 苫小牧市ボランティア連絡協議会 

7 松島 茂夫 苫小牧市民生委員児童委員協議会 

8 岡田 秀樹 札幌弁護士会 

9 上林 義幸 札幌司法書士会 

10 山﨑 肇 北海道行政書士会 苫小牧支部 

11 中野 満信 苫小牧市町内会連合会 

12 井上 啓一 苫小牧市老人クラブ連合会 

13 伊藤 康博 社会福祉法人 苫小牧市社会福祉協議会 

14 奥村 訓代 北洋大学 

15 田中 憲一 公募 

16 川田 幸香 公募 

 （敬称略） 

111



４ 苫小牧市地域福祉計画庁内推進会議設置要綱 

（設置） 

第１条 本市における地域福祉計画の推進に際し、庁内に苫小牧市地域福祉計画庁内推進会 

議（以下｢庁内推進会議｣という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内推進会議の所掌事務は、次に掲げるとおりにする。 

(1) 地域福祉計画の進捗状況把握及び点検並びに施策の推進に関する事項 

(2) 地域福祉計画の見直しに関する事項 

(3) その他地域福祉計画の推進に必要な事項 

（組織） 

第３条 庁内推進会議は、議長、副議長、委員をもって組織する。 

２ 議長は福祉部長を、副議長は福祉部次長をもって充てる。 

３ 委員は、別紙 1 に掲げる職にある者をもって充てる。 

４ 前項の委員のほか、必要に応じて関係課長を委員とすることができる。 

（会議） 

第４条 庁内推進会議は、議長が必要に応じて招集する。 

２ 議長は、必要があると認めるときには、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取する 

ことができる。 

（庶務） 

第５条 庁内推進会議の庶務は、福祉部総合福祉課において処理する。 

（雑則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、庁内推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が定 

める。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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別紙１ 

No 部 署 課 名 役 職 

１ 

総合政策部 

協働・男女平等参画室 室 長 

2 未来創造戦略室 主 幹

3 空港政策課 課 長 

4 
市民生活部 

危機管理室 主 幹 

5 市民生活課 課 長 

6 

福祉部 

総合福祉課 課 長 

7 障がい福祉課 課 長 

8 発達支援課 課 長 

9 介護福祉課 課 長 

10 生活支援室 室 長 

11 

健康こども部 

こども育成課 課 長 

12 こども支援課 課 長 

13 こども相談課 課 長

14 青少年課 課 長 

15 健康支援課 課 長 

16 
産業経済部 

工業・雇用振興課 課 長 

17 農業水産振興課 課 長 

18 

都市建設部 

道路建設課 課 長 

19 緑地公園課 課 長 

20 住宅課 課 長 

21 建築指導課 課 長 

22 
教育部 

生涯学習課 課 長 

23 指導室 室 長 

24 社会福祉協議会 社会福祉協議会 課 長 
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５ とまこまい成年後見支援センター運営協議会設置要綱 

（設置） 

第１条 とまこまい成年後見支援センター（以下「センター」という。）の適切な運営、その他

センターの円滑な運営を図るため、とまこまい成年後見支援センター運営協議会（以下「運

営協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 運営協議会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）センターが実施する事業の監督に関する事項 

（２）センターが実施する事業の適正化及び企画調整に関する事項 

（３）権利擁護に係る計画及び事業等に関する事項 

（４）その他センターの運営に関する事項 

（委員） 

第３条 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）成年後見制度に関し専門的知識を有する者 

（２）関係団体の代表者 

（３）その他市長が適当と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 運営協議会に会長及び副会長を１人置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 運営協議会は会長が招集し、その議長となる。 

２ 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（意見の聴取等） 

第６条 運営協議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者に出

席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
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（庶務） 

第７条 運営協議会の庶務は、福祉部総合福祉課で処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協

議会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年８月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。
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６ とまこまい成年後見支援センター運営協議会委員名簿 

令和 5年 8月 27 日時点

No 区  分 団体名等 氏  名 

1 

法律専門家 

札幌弁護士会 岡田 秀樹 

2 札幌司法書士会 川村 卓司 

3 北海道行政書士会 苫小牧支部 山﨑 肇 

4 

地域福祉関係者 

苫小牧市地域包括支援センター連絡協

議会 
浅野 豊 

5 北海道精神保健福祉士協会 鈴木 浩子 

6 北海道社会福祉士会日胆地区支部 曽我 真由美 

7 北海道医療ソーシャルワーカー協会 島脇 崇泰 

8 オブザーバー 札幌家庭裁判所苫小牧支部 石丸 勝也 

 （敬称略） 
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７ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ エス・ディー・ジーズ） 

 持続可能な開発目標（SDGs）は、2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継

として、2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

タ」にて記載された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。本計画で

は、SDGs のゴール（目標）達成のために、各施策に紐づけを実施しました。 
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